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＜概  要＞ 

 

1．において，設計基準事故対処設備の設置許可基準規則，技術基準規則の

要求事項を明確化するとともに，それら要求に対する東海第二発電所におけ

る適合性を示す。 

 

2．において，設計基準事故対処設備について，追加要求事項に適合するた

めに必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。 

 

3．において，追加要求事項に適合するための運用，手順等を抽出し，必要

となる対策等を整理する。  
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1. 基 本 方 針 

1.1 要求事項の整理 

  保安電源設備について，設置許可基準規則第 33 条並及び技術基準規則第

45 条において，追加要求事項を明確化する。 

  設置許可基準規則第 33条及び技術基準規則第 45条 要求事項を，第 1.1－

1 表に示す。 

 

第 1.1－1 表 設置許可基準規則第 33 条及び技術基準規則第 45 条 

要求事項（1／3） 

設置許可基準規則 

第 33 条（保安電源設備） 

技術基準規則 

第 45 条（保安電源設備） 
備 考 

発電用原子炉施設は，重要安

全施設がその機能を維持する

ために必要となる電力を当該

重要安全施設に供給するた

め，電力系統に連系したもの

でなければならない。 

― 

変更なし 

２ 発電用原子炉施設には，

非常用電源設備（安全施設に

属するものに限る。以下この

条において同じ。）を設けな

ければならない。 

 

発電用原子炉施設には，電線

路及び当該発電用原子炉施設

において常時使用される発電

機からの電力の供給が停止し

た場合において発電用原子炉

施設の安全性を確保するため

に必要な装置の機能を維持す

るため，内燃機関を原動力と

する発電設備又はこれと同等

以上の機能を有する非常用電

源設備を施設しなければなら

ない。 

変更なし 

２ 設計基準対象施設の安全

性を確保する上で特に必要な

設備には，無停電電源装置又

はこれと同等以上の機能を有

する装置を設置しなければな

らない。 

変更なし 
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第 1.1－1 表 設置許可基準規則第 33 条及び技術基準規則第 45 条 

要求事項（2／3） 

設置許可基準規則 

第 33 条（保安電源設備） 

技術基準規則 

第 45 条（保安電源設備） 
備 考 

３ 保安電源設備（安全施設

へ電力を供給するための設備

をいう。）は，電線路，発電

用原子炉施設において常時使

用される発電機及び非常用電

源設備から安全施設への電力

の供給が停止することがない

よう，機器の損壊，故障その

他の異常を検知するととも

に，その拡大を防止するもの

でなければならない。 

３ 保安電源設備（安全施設

へ電力を供給するための設備

をいう。）には，第一項の電

線路，当該発電用原子炉施設

において常時使用される発電

機及び非常用電源設備から発

電用原子炉施設の安全性を確

保するために必要な装置への

電力の供給が停止することが

ないように，機器の損壊，故

障その他の異常を検知すると

ともに，その拡大を防止する

ために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

追加 

要求事項 

４ 設計基準対象施設に接続

する電線路のうち少なくとも

二回線は，それぞれ互いに独

立したものであって，当該設

計基準対象施設において受電

可能なものであり，かつ，そ

れにより当該設計基準対象施

設を電力系統に連系するもの

でなければならない。 

４ 設計基準対象施設に接続

する第一項の電線路のうち少

なくとも二回線は，それぞれ

互いに独立したものであっ

て，当該設計基準対象施設に

おいて受電可能なものであっ

て，使用電圧が六万ボルトを

超える特別高圧のものであ

り，かつ，それにより当該設

計基準対象施設を電力系統に

連系するように施設しなけれ

ばならない。 

追加 

要求事項 

５ 前項の電線路のうち少な

くとも一回線は，設計基準対

象施設において他の回線と物

理的に分離して受電できるも

のでなければならない。 

５ 前項の電線路のうち少な

くとも一回線は，当該設計基

準対象施設において他の回線

と物理的に分離して受電でき

るように施設しなければなら

ない。 

追加 

要求事項 
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第 1.1－1 表 設置許可基準規則第 33 条及び技術基準規則第 45 条 

要求事項（3／3） 

設置許可基準規則 

第 33 条（保安電源設備） 

技術基準規則 

第 45 条（保安電源設備） 
備 考 

６ 設計基準対象施設に接続

する電線路は，同一の工場等

の二以上の発電用原子炉施設

を電力系統に連系する場合に

は，いずれの二回線が喪失し

た場合においても電力系統か

らこれらの発電用原子炉施設

への電力の供給が同時に停止

しないものでなければならな

い。 

６ 設計基準対象施設に接続

する電線路は，同一の敷地内

の二以上の発電用原子炉施設

を電力系統に連系する場合に

は，いずれの二回線が喪失し

た場合においても電力系統か

らそれらの発電用原子炉施設

への電力の供給が同時に停止

しないように施設しなければ

ならない。 

追加 

要求事項 

７ 非常用電源設備及びその

附属設備は，多重性又は多様

性を確保し，及び独立性を確

保し，その系統を構成する機

械又は器具の単一故障が発生

した場合であっても，運転時

の異常な過渡変化時又は設計

基準事故時において工学的安

全施設及び設計基準事故に対

処するための設備がその機能

を確保するために十分な容量

を有するものでなければなら

ない。 

７ 非常用電源設備及びその

附属設備は，多重性又は多様

性を確保し，及び独立性を確

保し，その系統を構成する機

械又は器具の単一故障が発生

した場合であっても，運転時

の異常な過渡変化時又は設計

基準事故時において工学的安

全施設及び設計基準事故に対

処するための設備がその機能

を確保するために十分な容量

を有するものでなければなら

ない。 

追加 

要求事項 

８ 設計基準対象施設は，他

の発電用原子炉施設に属する

非常用電源設備及びその附属

設備から受電する場合には，

当該非常用電源設備から供給

される電力に過度に依存しな

いものでなければならない。 

８ 設計基準対象施設は，他

の発電用原子炉施設に属する

非常用電源設備から受電する

場合には，当該非常用電源設

備から供給される電力に過度

に依存しないように施設しな

ければならない。 

追加 

要求事項 
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1.2 追加要求事項に対する適合方針 

 (1) 位置、構造及び設備 

 ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

  (3) その他の主要な構造 

  (ｉ) 本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)耐津波構造に加え、以下

の基本的方針のもとに安全設計を行う。 

    ａ．設計基準対象施設 

    (ab)保安電源設備 

発電用原子炉施設は，重要安全施設がその機能を維持するため

に必要となる電力を当該重要安全施設に供給するため，電力系統

に連系した設計とする。 

また，発電用原子炉施設には，非常用電源設備（安全施設に係

るものに限る。）を設ける設計とする。 

 

保安電源設備（安全施設へ電力を供給するための設備をいう。）

は，電線路，発電用原子炉施設において常時使用される発電機及

び非常用電源設備から安全施設への電力の供給が停止することが

ないよう，発電機，送電線，変圧器，母線等に保護継電器を設置

し，機器の損壊，故障その他の異常を検知するとともに，異常を

検知した場合は，ガス絶縁開閉装置あるいはメタルクラッド開閉

装置等の遮断器が動作することにより，その拡大を防止する設計

とする。 

 

特に重要安全施設においては，多重性を有し，系統分離が可能

である母線で構成し，信頼性の高い機器を設置することで，非常
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用所内電源系からの受電時の母線切替操作が容易な設計とする。 

 

また，変圧器一次側において 3 相のうちの 1 相の電路の開放が

生じ，安全施設への電力の供給が不安定になった場合においては，

自動（地絡や過電流による保護継電器の動作）若しくは手動操作

で，故障箇所の隔離又は非常用母線の健全な電源からの受電へ切

り替えることにより安全施設への電力の供給の安定性を回復でき

る設計とする。 

 

設計基準対象施設に接続する電線路のうち少なくとも 2 回線は，

それぞれ互いに独立したものであって，当該設計基準対象施設に

おいて受電可能なものであり，かつ，それにより当該設計基準対

象施設を電力系統に連系するとともに，電線路のうち少なくとも

1 回線は，設計基準対象施設において他の回線と物理的に分離さ

れており、受電できる設計とする。 

 

非常用電源設備及びその付属設備は，多重性又は多様性を確保

し，及び独立性を確保し，その系統を構成する機械又は器具の単

一故障が発生した場合であっても，運転時の異常な過渡変化時又

は設計基準事故時において工学的安全施設及び設計基準事故に対

処するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有す

る設計とする。 

 

非常用ディーゼル発電機(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を含む。)については，7 日間の外部電源喪失を仮定しても，
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連続運転により必要とする電力を供給できるよう，7 日分の容量

以上の燃料を敷地内の軽油貯蔵タンクに貯蔵する設計とする。 

 

設計基準対象施設は，他の発電用原子炉施設に属する非常用電

源設備及びその付属設備から受電する場合には，当該非常用電源

設備から供給される電力に過度に依存しない設計とする。 

 

 ヌ その他発電用原子炉施設の附属施設の構造及び設備 

  (1) 常用電源設備の構造 

  (ⅰ) 主発電機 

個   数  1 

容   量  約 1,300,000kVA 

(ⅱ) 外部電源系 

2 7 5 k V  2 回線 

（「常用電源設備」及び「非常用電源設備」と兼用） 

1 5 4 k V  1 回線 

（「常用電源設備」及び「非常用電源設備」と兼用） 

主発電機，外部電源系の故障又は発電機の接続している送電線のじ

ょう乱により発生する短絡や地絡，母線の低電圧や過電流に対し，検

知できる設計とする。 

(ⅲ) 変圧器 

    ａ．主要変圧器 

台   数  1 

容   量  約 1,300,000kVA 

電   圧  約 18.525kV／約 275kV（一次／二次） 
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    ｂ．所内変圧器 

台   数  2 

容   量  約 50,000kVA 

電   圧  約 18.525kV／6.9kV（一次／二次） 

    ｃ．起動変圧器 

台   数  2 

容   量  約 50,000kVA 

電   圧  約 275kV／6.9kV（一次／二次） 

    ｄ．予備変圧器 

台   数  1 

容   量  約 38,000kVA 

電   圧  約 147kV／6.9kV（一次／二次） 

 

  (2) 非常用電源設備の構造 

  (ｉ) 受電系統 

2 7 5 k V  2 回線（ヌ,(1),(ⅱ)と兼用） 

1 5 4 k V  1 回線（ヌ,(1),(ⅱ)と兼用） 

(ⅱ) 非常用ディーゼル発電機 

    ａ．非常用ディーゼル発電機 

個   数  2 

出   力  約 5,200kW/台 

起 動 時 間  約 10 秒 

非常用ディーゼル発電機は，7 日間の外部電源喪失を仮定しても，

連続運転により必要とする電力を供給できるよう，7 日分の容量以上

の燃料を軽油貯蔵タンクに貯蔵する設計とする。 
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    ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

個   数  1 

出   力  約 2,800kW 

起 動 時 間  約 10 秒 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，7 日間の外部電源喪失を

仮定しても，連続運転により必要とする電力を供給できるよう，7 日

分の容量以上の燃料を軽油貯蔵タンクに貯蔵する設計とする。 

    ｃ．軽油貯蔵タンク 

（「非常用ディーゼル発電機」及び「代替電源設備」と兼用） 

基   数  2 

容   量  約 400kL/基 

(ⅲ) 蓄電池 

    ａ．蓄電池（非常用） 

型   式  鉛蓄電池 

組   数  5 

（4 組は「蓄電池」及び「代替電源電源設備」と兼用） 

容   量  約 6,000Ah（2 組） 

約 500Ah（1 組） 

約 150Ah（2 組） 

 

  (2) 安全設計方針 

該当なし 
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  (3) 適合性説明 

第三十三条 保安電源設備 

１ 発電用原子炉施設は、重要安全施設がその機能を維持するために

必要となる電力を当該重要安全施設に供給するため、電力系統に連

系したものでなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、非常用電源設備（安全施設に属するもの

に限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

３ 保安電源設備（安全施設へ電力を供給するための設備をいう。）

は、電線路、発電用原子炉施設において常時使用される発電機及び

非常用電源設備から安全施設への電力の供給が停止することがない

よう、機器の損壊、故障その他の異常を検知するとともに、その拡

大を防止するものでなければならない。 

４ 設計基準対象施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線は、

それぞれ互いに独立したものであって、当該設計基準対象施設にお

いて受電可能なものであり、かつ、それにより当該設計基準対象施

設を電力系統に連系するものでなければならない。 

５ 前項の電線路のうち少なくとも一回線は、設計基準対象施設にお

いて他の回線と物理的に分離して受電できるものでなければならな

い。 

６ 設計基準対象施設に接続する電線路は、同一の工場等の二以上の

発電用原子炉施設を電力系統に連系する場合には、いずれの二回線

が喪失した場合においても電力系統からこれらの発電用原子炉施設

への電力の供給が同時に停止しないものでなければならない。 

７ 非常用電源設備及びその附属設備は、多重性又は多様性を確保
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し、及び独立性を確保し、その系統を構成する機械又は器具の単一

故障が発生した場合であっても、運転時の異常な過渡変化時又は設

計基準事故時において工学的安全施設及び設計基準事故に対処する

ための設備がその機能を確保するために十分な容量を有するもので

なければならない。 

８ 設計基準対象施設は、他の発電用原子炉施設に属する非常用電源

設備及びその附属設備から受電する場合には、当該非常用電源設備

から供給される電力に過度に依存しないものでなければならない。

 

適合のための設計方針 

第１項について 

  発電用原子炉施設は，重要安全施設がその機能を維持するために必

要となる電力を当該重要安全施設に供給するため，275kV送電線（東

京電力パワーグリッド株式会社東海原子力線）1ルート2回線及び

154kV送電線（東京電力パワーグリッド株式会社村松線及び原子力1号

線（以下「原子力１号線」と総称する。））1ルート1回線で電力系統

に連系した設計とする。 

 

第２項について 

  発電用原子炉施設に，非常用電源設備として非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）及び蓄電池（非

常用）を設ける設計とする。また，それらに必要な燃料等を備える設

計とする。 
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第３項について 

  保安電源設備（安全施設へ電力を供給するための設備をいう。）

は，電線路，発電用原子炉施設において常時使用される発電機及び非

常用電源設備から安全施設への電力の供給が停止することがないよ

う，発電機，外部電源系，非常用電源系，その他の関連する電気系統

機器の短絡や地絡又は母線の低電圧や過電流等を保護継電器にて検知

できる設計とする。また，故障を検知した場合は，ガス絶縁開閉装置

あるいはメタルクラッド開閉装置等の遮断器により故障箇所を隔離す

ることにより，故障による影響を局所化できるとともに，他の安全機

能への影響を限定できる設計とする。 

変圧器一次側において3相のうちの1相の電路の開放が生じ，安全施

設への電力の供給が不安定になった場合においては，自動（地絡や過

電流による保護継電器の動作により）若しくは手動操作で，故障箇所

の隔離又は非常用母線の健全な電源からの受電へ切り替えることによ

り安全施設への電力の供給の安定性を回復できる設計とする。また，

送電線は複数回線との接続を確保し，巡視点検による異常の早期検知

ができるよう，送電線引留部の外観確認が可能な設計とする。 

また，保安電源設備は，重要安全施設の機能を維持するために必要

となる電力の供給が停止することがないよう，以下の設計とする。 

・275kV送電線は起動変圧器を介し，154kV送電線は予備変圧器を介し

発電用原子炉施設へ給電する設計とするとともに発電機からの発生

電力は，所内変圧器を介し発電用原子炉施設へ給電する設計とす

る。非常用高圧母線（高圧炉心スプレイ系用母線を含む。）を3母

線確保することで，多重性を損なうことなく，系統分離を考慮して

母線を構成する設計とする。 
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・電気系統を構成する送電線，母線，変圧器，非常用電源系，その他

関連する機器については，電気学会電気規格調査会にて定められた

規格（JEC）又は日本工業規格（JIS）等で定められた適切な仕様を

選定し，信頼性の高い設計であることを確認する。 

・非常用所内電源系からの受電時等の母線切替えは，故障を検知した

場合，自動又は手動で容易に切り替わる設計とする。 

 

第４項について 

設計基準対処施設は，送受電可能な回線として275kV送電線1ルート

2回線及び受電専用の回線として154kV送電線1ルート1回線の合計2ル

ート3回線にて，電力系統に接続する。 

275kV送電線は，約17km離れた東京電力パワーグリッド株式会社那

珂変電所に連系する。また，154kV送電線は，約9km離れた東京電力パ

ワーグリッド株式会社茨城変電所に連系する。 

これらの変電所は，各々，上流側の接続先において異なる変電所に

連系することが可能とされており，１つの変電所が停止することによ

って，当該原子力施設に接続された送電線がすべて停止する事態に至

らない設計とされている。 

 

第５項について 

設計基準対象施設に連系する275kV送電線2回線と154kV送電線1回線

は，同一の送電鉄塔に架線しないよう，それぞれに送電鉄塔を備える

設計とされている。 

また，275kV送電線と154kV送電線の近接箇所の離隔距離について

は，必要な絶縁距離を確保する設計とされている。 
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これらにより，設計基準対象施設に連系する送電線は，互いに物理

的に分離した設計とされている。 

 

第６項について 

  設計基準対処施設に連係する送電線は，275kV送電線2回線と154kV

送電線1回線とで構成されている。 

  これらの送電線は1回線で発電所の停止に必要な電力を供給し得る

容量とされ，いずれの2回線が喪失しても，発電用原子炉施設が外部

電源喪失に至らない構成とされている。 

  なお、275kV送電線2回線は起動変圧器を介して接続するとともに，

154kV送電線1回線は予備変圧器を介して接続する設計とする。 

開閉所及び送受電設備は，十分な支持性能を持つ地盤に設置すると

ともに，遮断器等は重心の低いガス絶縁開閉装置を採用する等，耐震

性の高いものを使用する。 

さらに防潮堤により津波の影響を受けないエリアに設置するととも

に，塩害を考慮し，送電線引留部の碍子に対しては，碍子洗浄できる

設計とし，遮断器等に対しては，電路がタンクに内包されているガス

絶縁開閉装置を採用する。 

 

第７項について 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）及びその付属設備は，多重性及び独立性を考慮して，必要な

容量のものを各々別の場所に3台備え，共通要因により機能が喪失し

ない設計とするとともに，各々非常用高圧母線（高圧炉心スプレイ系

用母線を含む。）に接続する。 
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蓄電池は，非常用3系統をそれぞれ独立した部屋に設置し，多重性

及び独立性を確保し共通要因により機能が喪失しない設計とする。 

これらにより，その系統を構成する機器の単一故障が発生した場合

にも，機能が確保される設計とする。 

また，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）については，7日間の外部電源喪失を仮定しても，連

続運転により必要とする電力を供給できるよう，7日間分の容量以上

の燃料を軽油貯蔵タンクに貯蔵する設計とする。 

 

第８項について 

  該当なし 

 

1.3 気象等 

  該当なし 
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1.4 設備等（手順等含む） 

10. その他発電用原子炉の付属施設 

10.1 非常用電源設備 

10.1.1 概要 

発電用原子炉施設は，重要安全施設がその機能を維持するために必要とな

る電力を当該重要安全施設に供給するため，電力系統に連系する設計とす

る。 

 

非常用の所内高圧母線（高圧炉心スプレイ系用母線を含む。）は3母線で

構成し，常用母線及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）のいずれからも受電できる設計とする。 

非常用の所内低圧母線は2母線で構成し，非常用高圧母線から動力変圧器

を通して受電できる設計とする。 

所内機器は，工学的安全施設に関係する機器とその他の一般機器に分け，

それぞれ非常用，常用母線に接続する。所内機器で2台以上設置するもの

は，非常用，常用ともに各母線に分割接続し，所内電力供給の安定を図る。 

 

非常用ディーゼル発電機２Ｃは，275kV送電線（東京電力パワーグリッド

株式会社東海原子力線）が停電した場合に非常用母線に電力を供給する。ま

た非常用ディーゼル発電機２Ｄ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

は，275kV送電線（東京電力パワーグリッド株式会社東海原子力線）が停電

し，かつ154kV送電線（東京電力パワーグリッド株式会社原子力１号線）も

停電した場合にそれぞれの非常用母線に電力を供給する。 

1台の非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）が作動しないと仮定した場合でも燃料及び原子炉冷却材圧力バウン
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ダリの設計条件を超えることなく炉心を冷却でき，あるいは，冷却材喪失事

故時にも炉心の冷却とともに，格納容器等安全上重要な系統機器の機能を確

保できる容量と機能を有する設計とする。 

また，発電所の安全に必要な直流電源を確保するため蓄電池を設置し，安

定した交流電源を必要とするものに対しては，無停電電源装置を設置する。

直流電源設備は，非常用電源として3系統から構成する。 

 

発電機，外部電源系，非常用所内電源系，その他の関連する電気系統機器

の短絡や地絡又は母線の低電圧や過電流等を検知できる設計とし，検知した

場合には，遮断器により故障箇所を隔離し，他の安全機能への影響を限定で

きる設計とする。 

また，非常用所内電源系からの受電時に，容易に母線切替操作が可能な設

計とする。 

 

10.1.2 設計方針 

10.1.2.1 非常用所内電源系 

安全上重要な構築物，系統及び機器の安全機能を確保するため非常用所内

電源系を設ける。安全上重要な系統及び機器へ電力を供給する電気施設は，

その電力の供給が停止することがないよう，発電機，外部電源系，非常用所

内電源系，その他の関連する電気系統機器の短絡や地絡又は母線の低電圧や

過電流等を検知できる設計とし，検知した場合には，遮断器により故障箇所

を隔離し，他の安全機能への影響を限定できる設計とする。 

また，非常用所内電源系からの受電時に，容易に母線切替操作が可能な設

計とする。 
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非常用電源設備及びその付属設備は，多重性及び独立性を確保し，その系

統を構成する機器の単一故障が発生した場合であっても，燃料及び原子炉冷

却材圧力バウンダリの設計条件を超えることなく炉心を冷却でき，あるい

は，冷却材喪失事故時にも炉心の冷却とともに，格納容器等安全上重要な系

統機器の機能を確保できる容量と機能を有する設計とする。 

 

また，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）については，7日間の外部電源喪失を仮定しても，連続運転により

必要とする電力を供給できるよう，7日間分の容量以上の燃料を軽油貯蔵タ

ンクに貯蔵する設計とする。 

 

10.1.2.2 全交流動力電源喪失 

発電用原子炉施設には，全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処する

ために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの約90分を

包絡した約8時間に対し，原子炉を安全に停止し，かつ，原子炉の停止後に

炉心を冷却するための設備の動作に必要な容量を有する蓄電池（非常用）を

設ける設計とする。 

この場合，格納容器の圧力及び温度は許容値内に保たれる。 

 

10.1.3 主要設備 

10.1.3.1 所内高圧系統 

非常用の所内高圧系統は，6.9kVで第10.1－1図に示すように3母線で構成

する。 

非常用高圧母線（高圧炉心スプレイ系用母線を含む。） 

・・・所内変圧器，起動変圧器，予備変圧器，非常用



33 条-19 

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系 ディー

ゼル発電機を含む。）から受電する母線 

これらの母線は，母線ごとに一連のメタルクラッド開閉装置で構成し遮断

器には真空遮断器を使用する。故障を検知した場合には，遮断器により故障

箇所を隔離することにより，故障による影響を局所化できるとともに，他の

安全機能への影響を限定できる設計とする。 

非常用高圧母線（高圧炉心スプレイ系用母線を含む。）のメタルクラッド

開閉装置は，十分な耐震性を有する原子炉建屋附属棟内に設置する。 

非常用高圧母線（高圧炉心スプレイ系用母線を含む。）は，工学的安全施

設に関係する機器に給電する。 

275kV送電線が使用できる場合は所内変圧器，又は起動変圧器から，ま

た，275kV送電線が使用できなくなった場合には予備変圧器から非常用高圧

母線（高圧炉心スプレイ系用母線を含む。）に給電する。さらに，外部電源

が完全に喪失した場合には，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機を含む。）から給電する。 

メタルクラッド開閉装置の設備仕様を第10.1－1表に示す。 

 

10.1.3.2 所内低圧系統 

非常用の所内低圧系統は，480Vで第10.1－1図に示すように2母線で構成す

る。 

非常用低圧母線・・・非常用高圧母線から動力変圧器を通して受電する

母線 

これらの母線は，母線ごとに一連のキュービクルで構成し，遮断器は気中

遮断器を使用する。故障を検知した場合には，遮断器により故障箇所を隔離

することにより，故障による影響が局所化できるとともに，他の安全機能へ
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の影響を限定できる。 

非常用低圧母線のパワーセンタは，十分な耐震性を有する原子炉建屋附属

棟内に設置する。 

 

工学的安全施設に関係する機器を接続している非常用低圧母線には，非常

用高圧母線から動力変圧器を通して降圧し給電する。 

275kV送電線が使用できる場合は所内変圧器，又は起動変圧器から，ま

た，275kV送電線が使用できなくなった場合には予備変圧器から非常用高圧

母線を通して非常用低圧母線に給電する。さらに，すべての外部電源が喪失

した場合，非常用ディーゼル発電機から非常用高圧母線を通して給電する。 

パワーセンタの設備仕様を第10.1－2表に示す。 

 

10.1.3.3 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）は，外部電源が喪失した場合には原子炉を安全に停止するために必要

な電力を供給し，また，外部電源が喪失し同時に冷却材喪失事故が発生した

場合には工学的安全施設作動のための電力を供給する。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）は多重性を考慮して，3台を備え，各々非常用高圧母線（高圧炉心ス

プレイ系用母線を含む。）に接続する。各非常用ディーゼル発電設備（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は，原子炉建屋附属棟内のそれ

ぞれ独立した部屋に設置する。 

 

非常用高圧母線（高圧炉心スプレイ系用母線を含む。）が停電若しくは冷
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却材喪失事故が発生すると，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む）が起動する。 

非常用高圧母線（高圧炉心スプレイ系用母線を含む。）が停電した場合に

は，非常用高圧母線（高圧炉心スプレイ系用母線を含む。）に接続される負

荷は，動力用変圧器及び非常用低圧母線に接続されるモータコントロールセ

ンタを除いてすべて遮断される。その後，非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）電圧及び周波数が定格値になる

と，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）は非常用高圧母線（高圧炉心スプレイ系用母線を含む。）に自動的に

接続され，原子炉を安全に停止するために必要な負荷が自動的に投入され

る。 

冷却材喪失事故により非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）が起動した場合で，非常用高圧母線（高圧炉心スプ

レイ系用母線を含む。）が停電していない場合は，非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は待機運転状態となり，

手動で停止するまで運転を継続する。 

 

また，冷却材喪失事故と外部電源喪失が同時に起こった場合，各非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）に工学的

安全施設に関する負荷が自動的に投入される。 

また，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）が約7日間連続運転できる燃料貯蔵設備を発電所内に設ける。 

各非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）に接続する主要な負荷は以下の系統に属するものである。 

非常用ディーゼル発電機（区分Ⅰ） 
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低圧炉心スプレイ系 

残留熱除去系 

換気空調系（中央制御室，非常用ディーゼル発電機室等） 

非常用ガス処理系 

蓄電池充電装置 

非常灯 

 

非常用ディーゼル発電機（区分Ⅱ） 

残留熱除去系 

換気空調系（中央制御室，非常用ディーゼル発電機室等） 

非常用ガス処理系 

蓄電池充電装置 

非常灯 

 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機(区分Ⅲ) 

高圧炉心スプレイ系 

換気空調系(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室等) 

蓄電池充電装置 

 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）負荷が最も大きくなる冷却材喪失事故と外部電源喪失が同時に起こっ

た場合の負荷曲線例を第10.1－2 図に示す。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）の設備仕様を第10.1－3表に示す。 

 



33 条-23 

10.1.3.4 所内機器 

所内機器は，工学的安全施設に関係する機器とその他の一般機器に分類す

る。工学的安全施設に関係する機器は非常用母線に，その他の一般機器は原

則として常用母線に接続する。 

所内機器で2台以上設置するものは，単一の所内母線の故障があっても，

全部の機器電源が喪失しないよう2母線以上に分割接続し，所内電力供給の

安定を図る。 

安全保護系及び工学的安全施設に関係する機器は，単一の非常用母線の故

障があっても，他の系統に波及して多重性を損なうことがないよう系統ごと

に分離して非常用母線に接続する。 

 

10.1.3.5 直流電源設備 

非常用の直流電源設備は，第10.1－3図に示すように，直流125V 3系統及

び直流±24V 2系統の蓄電池，充電器，直流主母線盤等で構成し，いずれの1

系統が故障しても残りの系統で原子炉の安全性は確保できる。 

また，これらは，多重性及び独立性を確保することにより，共通要因によ

り同時に機能が喪失することのない設計とする。直流母線は125V及び±24V

であり，非常用5組の電源の負荷は，工学的安全施設等の制御装置，電磁弁

等である。 

蓄電池（非常用）は直流125V Ａ系蓄電池及び中性子モニタ用蓄電池Ａ系

（区分Ⅰ），直流125V Ｂ系蓄電池及び中性子モニタ用蓄電池Ｂ系（区分

Ⅱ）及び直流125V ＨＰＣＳ系蓄電池（区分Ⅲ）の5組で構成し，据置型蓄

電池で独立したものであり，非常用低圧母線に接続された充電器で浮動充電

する。 

また，蓄電池（非常用）の容量はそれぞれ6,000Ah(直流125V Ａ系蓄電池
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及びＢ系)，500Ah（直流125V ＨＰＣＳ系蓄電池），150Ah（中性子モニタ

用蓄電池Ａ系及びＢ系）であり，原子炉を安全に停止し，かつ，原子炉の停

止後に炉心を一定時間冷却するための設備の動作に必要な容量を有してい

る。 

この容量は，例えば，原子炉が停止した際に遮断器の開放動作を行うメタ

ルクラッド開閉装置，原子炉停止後の炉心冷却のための原子炉隔離時冷却

系，原子炉の停止，冷却，格納容器の健全性を確認できる計器に電源供給を

行う制御盤へ電源供給を行った場合においても，全交流動力電源喪失時から

重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始

されるまでの約90分を包絡した約8時間以上電源供給が可能な容量である。 

  蓄電池室内の水素蓄積防止のため換気設備を設置する。 

  直流電源設備の設備仕様を第10.1－4表に示す。 

 

10.1.3.6 計測制御用電源設備 

非常用の計測制御用電源設備は，第10.1－4 図に示すように，計装用交流

母線5母線で構成し，母線電圧は120V/240Vである。 

非常用の計測制御用電源設備は，非常用低圧母線と非常用直流母線に接続

する無停電電源装置及び計装用交流主母線盤等で構成する。 

無停電電源装置は，外部電源喪失及び全交流動力電源喪失時から重大事故

等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源から開始されるまでの

約90分においても，直流電源設備である蓄電池（非常用）から直流電源が供

給されることにより，無停電電源装置内の変換器を介し直流を交流へ変換

し，非常用の計装用交流母線に対し電源供給を確保する。 

そのため，核計装の監視＊による原子炉の安全停止状態及び未臨界の維持

状態の確認，原子炉水位（広帯域・燃料域），原子炉圧力等の監視による原
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子炉の冷却状態の確認並びにドライウェル圧力及びサプレッション・プール

水温度等の監視による格納容器の健全性の状態の確認を可能とする。 

 

＊：平均出力領域計装は，全交流動力電源喪失から１時間後の負荷切り離

しとしているが，原子炉の安全停止状態及び未臨界の維持状態の確認

は，全交流動力電源喪失直後に行うため問題ない。 

 

計測制御用電源設備の設備仕様を第10.1－5表に示す。 

 

10.1.3.7 電線路 

安全保護系並びに工学的安全施設に関係する多重性を持つ動力回路，制御

回路，計装回路のケーブルは，それぞれ相互に電気的・物理的分離を図るた

め，適切な離隔距離又は必要に応じて隔壁を設けたケーブルトレイ・電線管

（電線管貫通部を含む）を使用して布設し，相互の独立性を侵害することの

ないようにする。特にケーブルトレイ等が隔壁を貫通する場合は，火災対策

上隔壁効果を減少させないような構造とする。 

また，格納容器貫通部は，冷却材喪失事故時の環境条件に適合するものを

使用する。 

 

10.1.3.8 事故時母線切替 

通常時は，275kV送電線2回線を使用して運転するが，1回線停止時でも本

発電所の全発生電力を送電し得る容量がある。 

 

発電機，外部電源系，非常用所内電源系，その他の関連する電気系統機器

の短絡や地絡又は母線の低電圧や過電流等を検知できる設計とし，検知した
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場合には，遮断器により故障箇所を隔離することにより，故障による影響を

局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定できる構成とする。 

 

また，275kV送電線がすべて停止するような場合，原子炉を安全に停止す

るために必要な所内電力は，154kV送電線又は非常用ディーゼル発電機から

受電する。 

 

  (1) 予備変圧器（154kV 系）への切替 

   所内変圧器又は起動変圧器から受電している非常用高圧母線は，275kV

送電線が2回線とも停電し，154kV送電線に電圧がある場合，予備変圧器か

ら受電して，原子炉の安全停止に必要な補機を運転する。 

 

  (2) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）への切替 

非常用高圧母線（高圧炉心スプレイ系用母線を含む。）が停電した場合

には，非常用高圧母線（高圧炉心スプレイ系用母線を含む。）に接続され

た負荷は，動力用変圧器及び非常用低圧母線に接続されるモータコントロ

ールセンタを除いてすべて遮断される。非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は，自動起動し電圧及び周波数

が定格値になると，非常用高圧母線（高圧炉心スプレイ系用母線を含

む。）に自動的に接続され，原子炉の安全停止に必要な負荷が自動的に順

次投入される。 

 

  (3) 275kV又は154kV送電線電圧回復後の切替 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含
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む。）で所内負荷運転中，275kV送電線又は154kV送電線の電圧が回復すれ

ば，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）を外部電源に同期並列させることにより，無停電切替（手動）で所

内負荷を元の状態にもどす。 

 

10.1.4 主要仕様 

  主要仕様を第10.1.1表から第10.1.5表に示す。 

 

10.1.5 試験検査 

10.1.5.1 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）は，定期的に起動試験を行って，電圧確立時間や負荷を印加して運

転状態を確認するなど，その運転可能性を確認する。 

 

10.1.5.2 蓄電池（非常用） 

蓄電池（非常用）は，定期的に巡視点検を行い，機器の健全性や，浮動充

電状態にあること等を確認する。 

 

10.3 常用電源設備 

10.3.1 概要 

275kV送電線2回線は，約17km離れた東京電力パワーグリッド株式会社那珂

変電所に連系されている。また，154kV送電線1回線は，約9km離れた東京電

力パワーグリッド株式会社茨城変電所に連系されている。 

これらの変電所は，各々，上流側の接続先において異なる変電所に連系す
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ることが可能とされており，１つの変電所が停止することによって，当該原

子力施設に接続された送電線がすべて停止する事態に至らない設計とされて

いる。 

 

これら送電線は，発電所を安全に停止するために必要な電力を供給可能な

容量とされている。 

275kV送電線2回線は，1回線停止時でも本発電所の全発生電力を送電し得

る能力がある。 

 

通常運転時には，所内電力は，主として発電機から所内変圧器を通して受

電するが，275kV送電線より受電する起動変圧器を通しても受電することが

できる。また，154kV送電線を予備電源として使用することができる。 

常用高圧母線は7母線で構成し，所内変圧器，起動変圧器または予備変圧

器から受電できる設計とする。 

常用低圧母線は11母線で構成し，常用高圧母線から動力変圧器を通して受

電する設計とする。 

所内機器は，工学的安全施設に関係する機器とその他の一般機器に分け，

それぞれ非常用，常用母線に接続する。所内機器で2台以上設置するもの

は，非常用，常用ともに各母線に分割接続し，所内電力供給の安定を図る。 

 

また，必要な直流電源を確保するために蓄電池を設置し，安定した交流電

源を必要とするものに対しては無停電電源装置を設置する。 

直流電源設備は，常用所内電源として直流250V 1 系統から構成する。 

 

10.3.2 設計方針 
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10.3.2.1 外部電源系 

重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該重要安全

施設に供給するため，外部電源系を設ける。重要安全施設へ電力を供給する

電気施設は，その電力の供給が停止することがないよう，275kV送電線は起

動変圧器を介して，154kV送電線は予備変圧器を介して発電用原子炉施設へ

給電する設計とする。 

 

また，発電機，外部電源系，非常用所内電源系，その他の関連する電気系

統の機器の短絡や地絡又は母線の低電圧や過電流，変圧器一次側における1

相開放故障等を検知できる設計とし，検知した場合には，遮断器により故障

箇所を隔離することにより，故障による影響を局所化できるとともに，他の

安全機能への影響を限定できる構成とする。 

 

外部電源系の少なくとも2回線は，それぞれ独立した送電線により電力系

統に連系させるため，万一，送電線の上流側接続先である東京電力パワーグ

リッド株式会社那珂変電所又は東京電力パワーグリッド株式会社茨城変電所

のいずれかが停止しても，本発電所に電力を供給することが可能な設計とさ

れている。 

 

少なくとも1回線は他の回線と物理的に分離された設計とし，全ての送電

線が同一鉄塔等に架線されない設計とすることにより，これらの発電用原子

炉施設への電力供給が同時に停止しない設計とされている。 

さらに，いずれの2回線が喪失した場合においても電力系統からこれらの

発電用原子炉施設への電力供給が同時に停止しない設計とされている。 
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開閉所及び送受電設備は，十分な支持性能を持つ地盤に設置する。 

碍子，遮断器等は耐震性の高いものを使用する。さらに，防潮堤により津

波の影響を受けないエリアに設置するとともに，塩害を考慮した設計とす

る。 

 

10.3.3 主要設備 

10.3.3.1 送電線 

発電所は，重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当

該重要安全施設に供給するため，第10.3－1図に示すとおり，送受電可能な

回線として275kV送電線1ルート2回線及び受電専用の回線として154kV送電線

1ルート1回線の合計2ルート3回線で電力系統に連系する。 

275kV送電線2回線は，約17km離れた東京電力パワーグリッド株式会社那珂

変電所に連系されている。また，154kV送電線1回線は，約9km離れた東京電

力パワーグリッド株式会社茨城変電所に連系されている。 

 

送電線は1回線で，重要安全施設がその機能を維持するために必要となる

電力を供給できる容量が選定されるとともに，常時，重要安全施設に連系す

る275kV送電線は，系統事故による停電の減少を図るため2回線とする。 

 

275kV送電線については，短絡，地絡検出用保護装置を2系列設置すること

により，多重化を図る設計とする。また，送電線両端の発電所及び変電所等

の送電線引出口に遮断器を配置し，送電線で短絡，地絡等の故障が発生した

場合には，遮断器により故障箇所を隔離することにより，故障による影響を

局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定できる設計とする。 
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また，送電線1相の開放が生じた際には，275kV送電線は送受電時，154kV 

送電線は受電している場合，保護装置による自動検知により監視する。又，

人的な検知（巡視点検等）を加えることで，一部の保護継電器等による検知

が期待できない箇所の1相開放故障の発見や，その兆候を早期に発見できる

可能性を高めることとしている。 

設計基準対象施設に連系する275kV送電線1ルート2回線及び154kV送電線1

ルート1回線は，同一の送電鉄塔に架線しないよう，それぞれに送電鉄塔が

備えられている。 

 

また，送電線は，大規模な盛土の崩壊，大規模な地すべり，急傾斜の崩壊

による被害の最小化を図るため，鉄塔基礎の安定性を確保することで，鉄塔

の倒壊を防止するとともに，台風等による強風発生時や冬期の着氷雪による

事故防止対策が図られており，外部電源系からの電力供給が同時に停止する

ことはない。 

さらに，275kV送電線と154kV送電線の近接箇所の離隔距離については，必

要な絶縁距離を確保する設計とされている。 

これらにより，設計基準対象施設に連系する送電線は，互いに物理的に分

離した設計とされている。 

送電線の設備仕様を第10.3－1表に示す。また，送電系統図を第10.3－1図

に示す。 

 

10.3.3.2 開閉所 

超高圧開閉所は，第10.3－2 図に示すように，275kV送電線と主要変圧器

及び起動変圧器を連系する遮断器，断路器，275kV母線等で構成する。 

特別高圧開閉所は，第10.3－2 図に示すように，154kV送電線と予備変圧
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器を連系する遮断器，断路器等で構成する。 

故障を検知した場合には，遮断器により故障箇所を隔離することにより，

故障による影響を局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定でき

る設計とする。 

また，開閉所は地盤が不等沈下や傾斜等が起きないような十分な支持性能

を持つ場所に設置し，かつ津波の影響を考慮する。 

遮断器等は耐震性の高いガス絶縁開閉装置を使用する。 

塩害を考慮し，送電線引留部の碍子に対しては，碍子洗浄できる設計と

し，遮断器等に対しては，電路がタンクに内包されているガス絶縁開閉装置

を採用する。 

開閉所機器の設備仕様を第10.3－2表に示す。 

 

10.3.3.3 発電機及び励磁装置 

発電機は，約1,300,OOOkVA，1,500rpm で蒸気タービンに直結される横軸

円筒回転界磁3相交流同期発電機で主励磁器は交流励磁機である。 

発電機及び励磁機の設備仕様を第10.3－3表に示す。 

 

10.3.3.4 変圧器 

本発電用原子炉施設では，次のような変圧器を使用する。 

主要変圧器・・・・・・・・発電機電圧（約19kV）を超高圧開閉所電圧 

（約275kV）に昇圧する。 

所内変圧器・・・・・・・発電機電圧（約19kV） を所内高圧母線電圧 

（約6.9kV）に降圧する。 

起動変圧器・・・・・・・超高圧開閉所電圧（約275kV）を所内高圧母

線電圧（約6.9kV）に降圧する。 



33 条-33 

予備変圧器・・・・・・・特別高圧開閉所電圧（約154kV）所内高圧母

線電圧（約6.9kV）に降圧する。 

発電機の発生電力は，主要変圧器を通して275kV送電線へ送電する。 

所内電力は，通常運転時は発電機から2台の所内変圧器を通して受電し，

原子炉の起動又は停止中は，275kV送電線から2台の起動変圧器を通して受電

する。さらに，275kV送電線停電の場合には，154kV送電線から予備変圧器を

通し，発電所を安全に停止するために必要な所内電力を受電する。 

変圧器の設備仕様を第10.3－4表に示す。 

 

10.3.3.5 所内高圧系統 

常用の所内高圧系統は，6.9kV で第10.1－1 図に示すように常用7母線で

構成する。 

常用高圧母線・・・・所内変圧器，起動変圧器，予備変圧器から受電す

る母線 

  これらの母線は，母線ごとに一連のメタルクラッド開閉装置で構成し，遮

断器には真空遮断器を使用する。故障を検知した場合には，遮断器により故障

箇所を隔離することにより，故障による影響を局所化できるとともに，他の安

全機能への影響を限定できる。 

常用高圧母線のメタルクラッド開閉装置は，原子炉建屋附属棟内等に設置

する。 

常用高圧母線には，通常運転時に必要な負荷を振り分け，これらの母線

は，原子炉の起動又は停止中は，起動変圧器から受電し，発電機が同期し，

並列した後は所内変圧器から受電する。また、275kV送電線が使用できなく

なった場合には予備変圧器から受電する。 

メタルクラッド開閉装置の設備仕様を第10.1－1表に示す。 
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10.3.3.6 所内低圧系統 

常用の所内低圧系統は，480V で第10.1－1 図に示すように常用11母線で

構成する。 

常用低圧母線・・・・常用高圧母線から動力変圧器を通して受電できる

母線 

これらの母線は，母線ごとに一連のキュービクルで構成し，遮断器は気中

遮断器を使用する。故障を検知した場合には，遮断器により故障箇所を隔離

することにより，故障による影響を局所化できるとともに，他の安全機能へ

の影響を限定できる。 

常用低圧母線のパワーセンタは，原子炉建屋附属棟内等に設置する。 

  パワーセンタの設備仕様を第10.1.－2表に示す。 

 

10.3.3.7 所内機器 

所内機器で2台以上設置するものは，単一の所内母線の故障があっても，

全部の機器電源が喪失しないよう2母線以上に分割接続し，所内電力供給の

安定を図る。 

 

10.3.3.8 直流電源設備 

常用の直流電源設備は第10.1－3図に示すように，直流250V 1 系統の蓄電

池，充電器，直流主母線盤等で構成する。 

負荷はタービンの非常用油ポンプ，発電機の非常用密封油ポンプ等であ

る。 

蓄電池は，非常用低圧母線に接続された充電器で浮動充電する。 

蓄電池室内の水素蓄積防止のため換気設備を設置する。 
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直流電源設備の設備仕様を第10.1－4表に示す。 

 

10.3.3.9 計測制御用電源設備 

常用の計測制御用電源設備は，第10.1－4 図に示すように，計装用交流母

線4母線で構成し，母線電圧は120V/240Vである。 

常用の計測制御用電源設備は，非常用低圧母線と常用直流母線に接続する

無停電電源装置及び非常用低圧母線に接続する電動発電機で構成する。 

計測制御用電源設備の設備仕様を第10.1－5表に示す。 

 

10.3.3.10 作業用電源設備 

  作業用電源は，コントロールセンタから変圧器を通して交流200V及び100V

に変圧し，給電する。 

  また，分電盤，コンセント等を所要場所に設置する。 

 

10.3.3.11 電線路 

動力回路，制御回路，計装回路のケーブルは，それぞれ相互に電気的・物

理的分離を図るため，適切な離隔距離又は必要に応じて隔壁を設けたケーブ

ルトレイ・電線管（電線管貫通部を含む）を使用して布設する。 

特にケーブルトレイ等が隔壁を貫通する場合は，火災対策上隔壁効果を減

少させないような構造とする。 

また，格納容器貫通部は，冷却材喪失事故時の環境条件に適合するものを

使用する。 
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10.3.3.12 事故時母線切替 

通常時は，275kV送電線2回線を使用して運転するが，1回線停止時でも本

発電所の全発生電力を送電し得る容量がある。 

 

万一，電気系統の短絡や地絡又は母線の低電圧や過電流等を検知できる設

計とし，検知した場合には，遮断器により故障箇所を隔離することにより，

故障による影響を局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定でき

る構成とする。 

 

  (1) 275kV系への切替 

所内電力は，通常運転時は発電機から2台の所内変圧器を通して受電

し，原子炉の起動又は停止中は，275kV送電線から2台の起動変圧器を通し

て受電する。本切替えは中央制御室での操作を可能としており容易に実施

可能である 

 

  (2) 予備変圧器(154kV系)への切替 

   所内変圧器又は起動変圧器から受電している常用高圧母線は，275kV送

電線が2回線とも停電し，154kV送電線に電圧がある場合，予備変圧器から

受電する。本切替えは自動又は中央制御室での手動操作であり容易に実施

可能である。 

 

10.3.4 主要仕様 

主要仕様を第10.1－1表，第10.1－2表，第10.1－4表，第10.1－5表及び第

10.3－1表から第10.3－4表に示す。 
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10.3.5 試験検査 

10.3.5.1 蓄電池（常用） 

蓄電池（常用）は，定期的に巡視点検を行い，機器の健全性や，浮動充電

状態にあること等を確認する。 

 

10.3.6 手順等 

常用電源設備は，以下の内容を含む手順を定め，適切な管理を行う。 

  (1) 電気設備の塩害を考慮し，定期的に碍子洗浄操作を実施する。また，

碍子の汚損が激しい場合は，臨時に碍子洗浄操作を実施する。 

  (2) 変圧器一次側において1相開放を検知した場合，故障箇所の隔離又は

非常用母線を健全な電源から受電できるよう切替を実施する。 

  (3) 変圧器一次側における1相開放事象への対応として，送電線は複数回

線との接続を確保し，送電線引留部の巡視点検を実施する。
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第10.1－1表 メタルクラッド開閉装置の設備仕様 

 

構成及び仕様 

項   目 受電盤 母線連絡盤 き電盤 計器用変圧器盤

(a) 面  数 12面 19面 51面 11面 

(b) 形  式 閉鎖配電盤 

(c) 定格電圧 7.2ｋV 

(d) 電気方式 50Hz 3相 3線 変圧器接地式 

(e) 電源引込方式 バスダクト又はケーブルによる 

(f) フィーダ引出方式 ケーブルによる 

(g) 母線電流容量 3,000A 2,500A 2,000A 

 

遮断器 

項   目 受電用 母線連絡用 き電用 

(a) 台  数 14台 13台 50台 

(b) 形  式 真空遮断器 

(c) 極  数 3極 

(d) 操作方式 バネ投入操作（DC125V） 

(e) 絶縁階級 6号A 

(f) 定格電圧 7.2kV 

(g) 定格電流 3,000A 2,000A 1,200A 

(h) 定格遮断電流 63kA 

(i) 定格遮断時間 5サイクル 

(j) 引きはずし自由方式 電気式，機械式 

(k) 投入方式 バネ式 
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第10.1－2表 パワーセンタの設備仕様(1/2) 

 

動力変圧器 

項   目 常用母線用 非常用母線用 

(a) 台  数 10台 2台 

(b) 形  式 3相乾式変圧器 

(c) 冷却方式 自冷/風冷 

(d) 周 波 数 50 

(e) 容  量 約3,333/2,000kVA 約3,333kVA 

(f) 結  線 一次：三角形 二次：三角形 

(g) 定格電圧 一次側 6.9ｋV（5タップ） 

（7.245,7.072,6.9,6.727,6.555ｋV） 

二次側 480V 

(h) 絶  縁 H種/F種 
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第10.1－2表 パワーセンタの設備仕様(2/2) 

 

構成及び仕様 

項   目 受電盤 母線連絡盤 き電盤 変圧器盤 

(a) 面  数 12面 14面 48面 12面 

(b) 形  式 閉鎖配電盤 

(c) 定格電圧 600V 

(d) 電気方式 50Hz 3相 3線 非接地式 

(e) 電源引込方式 ケーブルによる 

(f) フィーダ引出方式 ケーブルによる 

(g) 母線電流容量 4,000A 3,000A  

 

遮断器 

項   目 受電用 母線連絡用 き電用 

(a) 台  数 12台 14台 158台 

(b) 形  式 気中遮断器 

(c) 極  数 3極 

(d) 操作方式 バネ投入操作（DC125V） 

(e) 定格電圧 600V 

(f) 定格電流 3,000A 1,200A 

(g) 定格遮断電流 50,000A 

(h) 引きはずし自由方式 電気的，機械的 
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第10.1－3表 非常用ディーゼル発電機の設備仕様 

 

（1）エンジン 

ａ．非常用ディーゼル発電機 

   個  数   2 

   出  力   5,500kW/台 

   起動方式   圧縮空気起動 

   使用燃料   軽油 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

   個  数   1 

   出  力   約 3,050kW 

   起動方式   圧縮空気起動 

      使用燃料   軽油 

（2）発電機 

ａ．非常用ディーゼル発電機 

   個  数   2 

   型  式   横軸回転界磁 3 相交流発電機 

   容  量   約 6,500kVA 

   力  率   0.80（遅れ） 

   電  圧   約 6,900V 

   周 波 数   50Hz 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

   個  数   1 

   型  式   横軸回転界磁 3 相交流発電機 

   容  量   約 3,500KVA 
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   力  率   0.80 

   電  圧   約 6,900V 

   周波数    50Hz 

（3）軽油貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり 

  ・非常用電源設備 

  ・代替電源設備 

   型  式    横置円筒型 

   基  数    2 

   容  量    約 400kL/基 

   使用燃料    軽油 
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第10.1－4表 直流電源設備の設備仕様 

 

（1）蓄電池 

   型  式   鉛蓄電池 

   個  数   6組（1組当たり24個,58個又は116個） 

   容  量   約6,000Aｈ（1組当たり）×2組 

約500Ah（1組当たり）×1組 

約150Ah（1組当たり）×2組 

（安全上重要な設備に供給） 

           約2,000Aｈ（1組当たり）×1組 

 （安全上重要な設備以外の設備に供給） 

   電  圧   約129.5V×3組（浮動充電時） 

          約26.8V×2組（浮動充電時） 

          （安全上重要な設備に供給） 

          約259V×1組（浮動充電時） 

（安全上重要な設備以外の設備に供給） 

（2）充電器 

  型  式   シリコン整流器 

   充電方式   浮動 

   冷却方式   自然通風 

   交流入力   3相 50Hz 480V×7台 

          単相 50Hz 120V×4台 

   直流出力電圧 129.5V（浮動充電時）×5 

          26.8V（浮動充電時）×4 

（安全上重要な設備に供給） 
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          259V（浮動充電時）×2 

（安全上重要な設備以外の設備に供給） 

直流出力電流 約420A×2 

       約320A×1 

          約100A×2 

          約30A×4 

（安全上重要な設備に供給） 

          約350A×1 

          約50A×1 

（安全上重要な設備以外の設備に供給） 

   個  数   9（安全上重要な設備に供給） 

          2（安全上重要な設備以外の設備に供給） 

（3）直流主母線盤 

  個  数   3（安全上重要な設備に供給） 

         1（安全上重要な設備以外の設備に供給） 

   定格電流   約1200A×2 

          約800A×1 

          （安全上重要な設備に供給） 

          約800A×1 

          （安全上重要な設備以外の設備に供給） 

   電  圧   125V×3（安全上重要な設備に供給） 

          250V×1（安全上重要な設備以外の設備に供給） 
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第10.1－5表 計測制御用電源設備の設備仕様 

 

（1）非常用 

  a．無停電電源装置 

   個  数   2 

   容  量      約50kVA 

   出力電圧   約120V/約240V 

  b．計装用交流主母線盤 

   個  数   2 

   定格電流   約1200A 

      電  圧   約120V/約240V 

（2）常用 

  a．無停電電源装置 

   個  数      1 

   容  量      約50kVA 

   出力電圧      約120V/約240V 

b．原子炉保護系用Ｍ－Ｇ装置 

   電動機 

   形  式   3相誘導電動機 

個  数   2 

   定格容量   約45kW 

   電  圧   約440V 

   発電機 

形  式   単相同期発電機 

個  数   2 
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   定格容量   約18.75kVA 

   電  圧   約120V 

     周波数    50Hz 
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第10.3－1表 送電線の設備仕様 

 

（1）275kV送電線 

   公称電圧      275kV 

   回線数       2 

   導体サイズ     ASCR 810mm2 ２導体 

   送電容量      約1,138MW（1回線当たり） 

   亘  長      約17km（東京電力パワーグリッド株式会社那珂変

電所まで） 

（2）154kV送電線 

   公称電圧      154 kV 

   回線数       1 

   導体サイズ     ASCR 810mm2 ２導体 

   送電容量      約269MW 

   亘  長      約9km（東京電力パワーグリッド株式会社茨城変

電所まで） 
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第10.3－2表 開閉所機器の設備仕様 

 

（1）275kV母線 

型  式 SF6ガス絶縁相分離方式 

定格電圧 300kV 

電流容量 4000A 

定格短時間電流 50kA 2サイクル 

 

（2）遮断器 

名称 線路用275KV

しゃ断器 

発電機並列用

275kV遮断器

起動変圧器用

275kVしゃ断

器 

予備変圧器用

154kVしゃ断

器 

定格電圧 300kV 300kV 300kV 168kV 

定格電流 4000A 4000A 2000A 1200A 

定格遮断電流 50kA 50kA 50kA 25kA 

個 数 2 1 2 1 
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第10.3－3表 発電機，励磁装置の設備仕様 

 

（1）発電機 

   型 式   横軸円筒回転界磁3相交流同期発電機 

   容 量   1,300,000KVA 

   力 率   0.90（遅れ） 

   電 圧   19,000V 

   相 数   3相 

   周波数   50Hz 

   回転数   1,500rpm 

   結線法   星形 

   冷却法   固定子  水冷却 

         回転子  水素直接冷却 

（2）励磁装置 

名称 主励磁機 副励磁機 

型式 交流励磁機 交流副励磁機 

容量 3,525kW 140kVA 

電圧 AC400V AC300V 

回転数 1,500rpm 1,500rpm 

駆動方法 発電機と直結 発電機と直結 

個数 1 1 
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第10.3－4表 変圧器の設備仕様 

 

名称 主要変圧器 所内変圧器 起動変圧器 予備変圧器 

型式 屋外用3相二巻

線外鉄無圧密封

式 

屋外用3相三

巻線内鉄無

圧密封式 

屋外用3相三

巻線外鉄無

圧密封式 

負荷時タッ

プ切換器付 

屋外用3相二

巻線内鉄無圧

密封式 

負荷時タップ

切換器付 

容量 約1,300,000kVA 約50,000kVA 約50,000kVA 約38,000kVA

電圧 一次 約18.525kV 約18.525kV 約275kV 約147kV 

二次 約275kV 約6.9kV 約6.9kV 約6.9kV 

相数 3 3 3 3 

周波数 50Hz 50Hz  50Hz  50Hz  

結線

法 

一次 三角 三角 星形 星形 

二次 星形 星形，星形 星形，星形 星形 

冷却方法 導油風冷式 油入風冷式 油入風冷式 油入風冷式 

個数 1 2 2 1 
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第10.1－1図 所内電源単線結線図 

 

：非常用電源設備 

（上記以外は常用電源設備）
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非常用ディーゼル発電機（２Ｃ） 

 

 

非常用ディーゼル発電機（２Ｄ） 

 

 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

 

第 10.1－2 図 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電 

機含む）の負荷の始動順位 

（外部電源喪失及び冷却材喪失事故時） 
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第10.1－3図 直流電源単線結線図 

 

（注）:メカニカルインターロック 

（上記以外は常用電源設備） 

：非常用電源装置 
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第 10.1－4 図 計測制御用電源単線結線図 



33 条-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10.3－1図 送電系統図 

 

 

  
  

村松線 
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2. 保安電源設備 

2.1 保安電源設備の概要 

2.1.1 常用電源設備の概要 

  275kV 送電線 2 回線は，約１７km 離れた東京電力パワーグリッド株式会社

那珂変電所（以下「那珂変電所」という。）に接続する。また，154kV 送電

線 1 回線は，約 9km 離れた東京電力パワーグリッド株式会社茨城変電所（以

下「茨城変電所」という。）に接続する。送電系統図を，第 2.1.1－1 図に示

す。 

  上記 2 ルート 3 回線の送電線の独立性を確保するため，万一,那珂変電所

が停止した場合でも，外部電源系からの電力供給が可能となるよう，東京電

力パワーグリッド株式会社 154kV 村松線及び原子力１号線（以下「154kV 原

子力１号線」と総称する。）を経由するルートで東海第二発電所に電力を供

給することが可能な設計とされている。また，茨城変電所が停止した場合に

は，那珂変電所を経由するルートで，東海第二発電所に電力を供給すること

が可能な設計とされている。 

  これら送電線は，発電所を安全に停止するために必要となる電力を供給可

能な容量とされている。東京電力パワーグリッド株式会社 275kV 東海原子力

線（以下「275kV 東海原子力線」という。）2 回線は，1 回線停止時でも東海

第二発電所の全発生電力を送電し得る能力がある。 

  通常運転時に所内電力は，主として発電機から所内変圧器を介して受電す

るが，275kV 東海原子力線より起動変圧器を介して受電することもできる。

また，154kV 原子力１号線を予備電源として使用することができる。 

  常用高圧母線は，7 母線で構成し，所内変圧器または起動変圧器から受電

する。 

  常用低圧母線は，11 母線で構成し，タイラインまたは常用高圧母線から
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動力変圧器を介して受電する。 

  所内機器で２台以上設置するものは，単一の所内母線の故障があっても，

全部の機器電源が喪失しないよう２母線以上に分割接続し，所内電力供給の

安定を図る。 

  所内電源単線結線図を，第 2.1.1－2 図に示す。 

  また，常用所内電源として，直流電源設備は 250V 母線１系統から構成す

る。直流電源単線結線図を，第 2.1.1－3 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.1－1 図 送電系統図 

  

村松線 
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第 2.1.1－2 図 所内電源単線結線図 

  

：非常用電源設備 

（上記以外は常用電源設備）
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第 2.1.1－3 図 直流電源単線結線図 

 

（注）:メカニカルインターロック 

（上記以外は常用電源設備） 

：非常用電源装置 
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2.1.2 非常用電源設備の概要 

  原子炉施設は，重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力

を当該重要安全施設に供給するため，電力系統に連係する設計とする。 

  非常用高圧母線（高圧炉心スプレイ系用母線を含む）は３母線で構成し，

常用母線及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を含む）のいずれからも受電できる設計とする。 

  非常用低圧母線は，２母線で構成し，非常用高圧母線から動力変圧器を介

して受電する。所内電源単線結線図を，第 2.1.1－2 図に示す。 

  所内機器は，工学的安全施設に関係する機器とその他の一般機器に分類す

る。 

  工学的安全施設に関係する機器は非常用母線に，その他の一般機器は原則

として常用母線に接続する。 

  安全保護系及び工学的安全施設に関係する機器は，単一の非常用母線の故

障があっても，他の系統に波及して多重性を損なうことがないよう系統ごと

に分離して非常用母線に接続する。 

  3 台の非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む）は，275kV 東海原子力線が停電した場合にそれぞれの非常用母線に電

力を供給し，1 台の非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む）が作動しないと仮定した場合でも燃料及び原子炉冷却材圧

力バウンダリの設計条件を超えることなく炉心を冷却でき，あるいは，冷却

材喪失事故時にも炉心の冷却とともに，格納容器等安全上重要な系統機器の

機能を確保できる容量と機能を有する設計とする。 

  また，発電所の安全に必要な直流電源を確保するため蓄電池を設置し，安

定した交流電源を必要とするものに対しては，無停電電源装置を設置する。

直流電源設備は，非常用電源として 125V 母線 3 系統（高圧炉心スプレイ系
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用１系統を含む）及び±24V 母線２系統から構成する。直流電源単線結線図

を，第 2.1.1－3 図に示す。 

  外部電源系，非常用所内電源系，その他の関連する電気系統機器の短絡や

地絡又は母線の定電圧や過電流等を検知できる設計とし，検知した場合には，

遮断器により故障箇所を隔離し，他の安全機能への影響を限定できる設計と

する。 

  また，非常用所内電源系からの受電時に，容易に母線切替操作が可能な設

計とする。 
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2.2 保安電源の信頼性 

2.2.1 発電所構内における電気系統の信頼性 

2.2.1.1 安全施設に対する電力系統の異常の検知とその拡大防止 

 (1) 安全施設の保護装置について 

   開閉所（母線等），変圧器，その他の関連する電気系統の機器の故障に

より発生する短絡や地絡，母線の低電圧や過電流に対し，安全施設への電

力の供給が停止することのないように，保護継電装置により検知できる設

計としており，検知した場合には，異常の拡大防止のため，保護継電装置

からの信号により，遮断器等により故障箇所を隔離し，故障による影響を

局所化し，他の電気系統の安全性への影響を限定できる設計とする。【設

置許可基準 第 33 条 第 3 項】 

   なお，吊り下げ設置型高圧遮断器については，使用していない。（別添

2） 

 

  ａ．送電線保護装置 

    275kV 東海原子力線，154kV 原子力１号線には，それぞれ保護装置を

設置している。 

    送電線の短絡若しくは地絡を検出した場合，当該送電線が連系される

遮断器を開放し，故障区間を速やかに分離し，残りの健全回線の電力供

給を維持する。【設置許可基準 第 33 条 第 3 項 解釈 2】 

    送電線保護装置（275kV 東海原子力線１号線故障時）を，第 2.2.1.1

－1図に，送電線保護装置（154kV原子力１号線故障時）を，第2.2.1.1

－2 図に示す。  
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第 2.2.1.1－1 図 送電線保護装置（275kV 東海原子力線 1 号線故障時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2.1.1－2 図 送電線保護装置（154kV 原子力１号故障時） 

  



33 条-64 

  ｂ．275kV 母線保護装置 

    東海第二発電所超高圧開閉所は，１母線で構成されており，保護装置

を設置する。 

    母線の短絡若しくは地絡を検出した場合，当該母線が連系される遮断

器を開放し，故障区間を速やかに分離し，残りの健全側母線の電力供給

を維持する。【設置許可基準 第 33 条 第 3 項 解釈 2】 

    東海第二発電所が接続する母線保護装置（275kV 東海原子力線が接続

する母線故障時）を，第 2.2.1.1－3 図に示す。 

 

 

第 2.2.1.1－3 図 母線保護装置（275kV 東海原子力線が接続する母線故障

時） 
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  ｃ．所内変圧器保護装置 

    所内変圧器の保護装置を，第 2.2.1.1－4 図に示す。 

    所内変圧器の短絡若しくは地絡を検出した場合，当該変圧器が連系さ

れる遮断器を開放し，故障変圧器を速やかに分離するとともに，他の安

全施設への影響を限定できる構成とする。【設置許可基準 第 33 条 第 3

項 解釈 2】 

 

第 2.2.1.1－4 図 所内変圧器保護装置 

 

  ｄ．その他設備に対する保護装置 

    ファンやポンプ等の補機については過負荷保護継電器及び過電流保護

継電器を設置する。 

    過負荷継電器及び過電流継電器にて過電流を検知した場合，警報を発

生させることや補機を停止させることにより，他の安全機能への影響を

限定できる構成とする。【設置許可基準 第 33 条 第 3 項 解釈 2】



33 条-66 

 (2) 1 相開放故障への対策について 

   外部電源に直接接続している変圧器の一次側において 3 相のうちの 1 相

の電路の開放が生じた場合にあっては，安全施設への電力の供給が不安定

になったことを検知し，保護継電器が作動することによる故障箇所の隔離

又は非常用母線の接続変更その他の異常の拡大を防止する対策（手動操作

による対策を含む。）を行うことによって，安全施設への電力の供給が停

止することがないように，電力供給の安定性を回復できる設計とする。

【設置許可基準 第 33 条 第 3 項 解釈 2】 

 

  ａ．米国バイロン２号炉の事象の概要と問題点 

   (a) 事象の概要 

     2012 年 1 月 30 日，米国バイロン２号炉において定格出力運転中，

以下の事象が発生した。 

① 起動用変圧器の故障（架線の碍子の破損）により，3 相交流電源

の 1 相が開放故障した状態が発生した。米国バイロン２号炉の 1

相開放故障の概要を，第 2.2.1.1－5 図に示す。 

② このため，起動用変圧器から受電していた常用母線の電圧の低下

により，一次冷却材ポンプがトリップし，原子炉がトリップした。 

③ トリップ後の所内切替により，非常用母線の接続が起動用変圧器

側に切り替わった。 

④ 非常用母線の電圧を監視している保護継電器のうち，1 相分の保

護継電器しか動作しなかったため，非常用母線の外部電源への接

続が維持され，非常用母線各相の電圧が不平衡となった。 

⑤ 原子炉トリップ後に起動した安全系補機類が，非常用母線の電圧

不平衡のために過電流によりトリップした。 
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⑥ 運転員が 1 相開放故障状態に気付き，外部電源の遮断器を手動で

動作させることにより，外部電源系から非常用母線が開放され，

非常用ディーゼル発電機が自動起動し，電源を回復した。 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2.1.1－5 図 米国バイロン 2 号炉の 1 相開放故障の概要 

 

   (b) 問 題 点 

     当該事象に対し，「変圧器一次側の 3 相のうち 1 相開放故障が発生

した状態が検知されることなく，非常用母線への給電が維持された。」

ことが問題点である。 

 

  ｂ．非常用高圧母線への電力供給について 

    東海第二発電所は，275kV 送電線 1 ルート 2 回線及び 154kV 送電線 1

ルート 1 回線で電力系統に連系している。 

    非常用高圧母線は，以下の方法にて受電可能である。 

① 通常時，主発電機の発生電力を 2 台の所内変圧器にて 6.9kV に降

圧し，常用高圧母線経由で受電する。 

② 非常用ディーゼル発電機または高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機から受電する。 

 

, 
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③ プラント停止時及びプラント起動・停止操作時は，275kV 開閉所

内にある 275kV ガス絶縁開閉装置（以下「ＧＩＳ」という。）を介

し，2台の起動変圧器にて6.9kVに降圧し，常用高圧母線経由で受

電する。 

④ 275kV 東海原子力線，275kV ＧＩＳもしくは起動変圧器が使用で

きない場合，154kV 開閉所内にある予備変圧器にて 6.9kV に降圧

し，常用高圧母線経由で受電する。 

    非常用高圧母線への電力供給を，第 2.2.1.1－6 図に示す。 

     

    外部電源に直接接続している受電用変圧器は，起動変圧器及び予備変

圧器であるが，通常時に非常用母線に電源供給を行っていないことか

ら，変圧器一次側において 1 相開放故障が発生した状態が検知されるこ

とがないとしても，直ちに原子炉安全を脅かすものではないが，起動過

程または停止中に当該変圧器を使用している場合には，変圧器一次側で

1 相開放故障が発生したことを速やかに検知し，故障箇所を隔離するこ

とが重要となる。 



3
3
条

-
6
9
 

第 2.2.1.1-6 図 非常用高圧母線への電力供給 

※例として，6.9kV 2C への給電ルートを図示 

① 

④ 

③

② 

む) 
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    また，③の経路で受電する場合，通常は 275kV 送電線から東海第二発

電所の非常用高圧母線まで第 2.2.1.1－6 図の経路で電源供給を行って

いるため，以下のとおり，変圧器一次側において 1 相開放故障が発生し

ても非常用高圧母線への電源供給は 1 回線以上確保可能な構成とする。 

    ・275kV 東海原子力線から受けた 2 回線の電源は 275kV 開閉所にて連

系しているため，275kV 東海原子力線 1 回線にて 1 相開放故障が発

生しても非常用高圧母線の電圧に変化が生じない。 

    ・非常用高圧母線（6.9kV 2C 及び 6.9kV 2D）は異なる起動変圧器よ

り受電しているため，起動変圧器の一次側において 1 相開放故障が

発生しても，1 回線以上の非常用高圧母線は健全な電源より受電可

能である。 

    したがって，変圧器一次側において 1 相開放故障が発生した状態が検

知されることなく，非常用母線への給電が維持されたとしても，非常用

高圧母線への電源供給は 1 回線以上確保可能であることから，直ちに原

子炉安全を脅かすものではないが，別の変圧器一次側で 1 相開放故障が

発生する前に速やかに検知し，故障箇所を隔離することが重要となる。 

    なお，154kV 原子力１号線から予備変圧器までは，通常負荷へ給電し

ていないことから，予備変圧器の一次側に 1 相開放故障が発生した場合

でも，直ちに原子炉安全を脅かすものではないが，この場合も別の変圧

器一次側で 1 相開放故障が発生する前に速やかに検知し，故障箇所を隔

離することが重要となる。 
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  ｃ．1 相開放故障の検知性について 

   (a) 変圧器一次側に1相開放故障が発生した場合に電圧が低下しない事

象の概要 

     米国バイロン２号炉の事象のように変圧器一次側において 1 相開放

故障が発生した場合に，所内電源系の 3 相の各相には，低電圧を検知

する交流不足電圧継電器（27）が設置されていることから，交流不足

電圧継電器（27）の検知電圧がある程度（約 30％以上）低下すれば，

当該の保護継電器が動作し警報が発報することにより 1 相開放故障を

含めた電源系の異常を検知することが可能である。 

     一方，変圧器負荷が非常に少ない場合や，変圧器にΔ結線の安定巻

線を含む場合などにおいては，所内電源系側の交流不足電圧継電器

（27）の検知電圧が動作範囲まで低下せず，1 相開放故障が検知でき

ない可能性がある（3 相交流では，変圧器一次側における 1 相のみが

開放故障となっても変圧器鉄心に磁束の励磁が持続され，変圧器二次

側（所内電源系側）において 3 相ともほぼ正常に電圧が維持されてし

まう場合がある）。 

     変圧器一次側における 1 相開放故障による電圧維持（イメージ）を，

第 2.2.1.1－7 図に示す。 
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第 2.2.1.1－7 図 変圧器一次側における 1 相開放故障による 

電圧維持（イメージ） 
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   (b) 外部電源に接続している変圧器一次側に 1 相開放故障が発生した場

合の対応について 

     外部電源に接続している変圧器一次側の接続部位で，275kV 送電線

側及び 154kV 送電線側については，接地された筐体内等に配線された

構造箇所を有している。（第 2.2.1.1－9 図，第 2.2.1.1－10 図参照） 

     筐体内等の導体においては，断線による 1 相開放故障が発生したと

しても，接地された筐体等を通じ完全地絡となることで，電流差動継

電器（87）等による検知が可能である。 

     電流差動継電器（87）等が動作することにより，1 相開放故障が発

生した部位が自動で隔離されるとともに，非常用ディーゼル発電機又

は高圧炉心スプレイ用ディーゼル発電機が自動起動し非常用高圧母線

に給電される。したがって，変圧器一次側の 3 相のうち 1 相開放故障

が発生した状態が検知されることなく，非常用母線への給電が維持さ

れることはない。（別添 3） 

     気中に露出した架線接続部を有しているのは，275kV 東海原子力線

の引込部及び 154kV 原子力 1 号線の引込部が該当する。変圧器一次側

の接続部位を，第 2.2.1.1－10 図に示す。当該部位については，毎日

実施する「巡視点検」にて電路の健全性を確認することにより，1 相

開放故障を目視にて検知することが可能である。 

     目視にて検知したのちは，健全な変圧器側への受電切替を実施する

こと，及び給電中の１相開放故障が発生した変圧器を手動にて切り離

すことにより，非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機が自動起動し非常用高圧母線に給電される。したがって，

変圧器一次側の 3 相のうち 1 相開放故障が発生した状態が検知される

ことなく，非常用母線への給電が維持されることはない。 
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     なお，東海第二発電所では毎日実施する巡視点検時に確認すべき項

目として，巡視点検手順書にて定めており，1 相開放故障の認知が可

能である。 

     巡視点検要領に定められた巡視確認項目を第 2.2.1.1－8 表に示す。 

 

第 2.2.1.1－8 表 巡視確認項目 

巡視 

機器 
巡視確認項目 

点検 

頻度 

275kV 開

閉所 

1.外観上から判断できる範囲での損傷，漏

洩，異常な振動等，不具合の有無 

2.異音，異臭の有無 

3.火災発生の有無 

1 回／日

154kV 

開閉所 
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第 2.2.1.1－9 図 変圧器一次側の接続部位について 

所内変圧器 

一次（高圧）側 

 

予備変圧器一次（高圧）側 

起動変圧器一次（高圧）側 

相分離母線 

154kV 架線引込部 

(イメージ図) 

254kV 送電線引込部 

非常用ディーゼル発電機 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

を含む） 
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  ⅰ）275kV 送電線引込部   ⅱ)154kV 送電線引込部（イメージ図） 

    

 

  ⅲ)起動変圧器（露出部無）    ⅳ)予備変圧器(露出部無)  

    

   

第 2.2.1.1－10 図 変圧器一次側接続部位について 

 

   (c) 検知性向上対策について 

       前述の電流差動継電器（87）及び目視の他に，変圧器の一次側にお

いて 1 相開放故障が発生した場合以下の事象が発生する。 

Ⅰ .高圧母線の電圧が低下する。（交流不足継電器(27)による検知） 

       したがって，上記事象Ⅰを検知することにより，変圧器一次側に 1

相開放故障が発生した場合の検知性向上の対策を実施する。 

気中に露出した部分 

気中に露出した部分 

引込部 

引込部 
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第 2.2.1.1－11 図 Ⅰ 交流不足継電器（27）による検知（イメージ） 

（予備変圧器） 

     上記事象は，変圧器の一次側において 1 相開放故障が発生した条件

により検知できる保護継電器が異なる。1 相開放故障の発生条件に応

じた保護継電器による検知方法を第 2.2.1.1－12 表に示す。 
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第 2.2.1.1－12 表 検知性向上対策 

1 相開放故障の発生条

件 
検知

可否
※１ 

保護継電器 検知後の対処 
発生場

所 
変圧器の状態 

起動変

圧器 

重負荷 

× ― ―※２ 軽負荷 

無負荷 

予備変

圧器 

重負荷 

○ 

交流不足電

圧継電器

(27) 

 

警報発生後，電圧を確認

し，手動にて発生箇所を隔

離する。 
軽負荷 

無負荷 

 

※１○検知可能，×：検知できないことを示す。 

  ※２：2 回線あることから残りの健全な回線で正常な電力が供給可能であ

り非常用高圧母線の電圧に変化が起こらない 

      

 

1 相開放故障の発生箇所ごとに応じた識別方法と対応操作を，第 2.2.1.1

－13 表，第 2.2.1.1－14 表に示す。  
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第 2.2.1.1－13 表 1 相開放故障発生箇所の識別とその後の対応操作 

（275ｋV 母線から 6.9ｋV２Ｃに受電の場合） 

発生箇

所 
識別方法 

切り

離し

操作

対応操作 別添 

275kV 

東海 

原子力

線 

目視にて確認 手動
残り 1 回線で電源供給を維持する。

(非常用高圧母線の電圧に変化無し)
4-1 

154kV 

原子力 

１号線 

目視にて確認 手動

非常用高圧母線は予備変圧器から 

隔離されている。 

 

4-2 
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第 2.2.1.1－14 表 1 相開放故障発生箇所の識別とその後の対応操作 

（154ｋV 母線から 6.9ｋV２Ｃに受電の場合） 

発生箇所 識別方法 

切り 

離し 

操作 

対応操作 別添

154kV 

原子力 

1 号線 

目視にて確認 手動 

非常用高圧母線の電圧が喪失する 

ことで，交流不足電圧継電器(27) 

が動作し，非常用ディーゼル発電 

機から電源供給を行う。 

なお，非常用高圧母線の少なく 

とも１系統は 1 相開放故障前同様 

に健全である。 

4-3 

交流不足電圧継

電器(27)にて検

知 

自動

非常用ディーゼル発電機から電源 

供給を行う。 

なお，非常用高圧母線の少なく 

とも１系統は 1 相開放故障前同様 

に健全である。 

4-4 
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     変圧器の一次側において 1 相開放故障の発生した場合の検知方法と

適用範囲について，第 2.2.1.1－15 図に示す。 

 

 

第 2.2.1.1－15 図 1 相開放故障が発生した場合の検知方法及び適用範囲に 

ついて 
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   (d) ま と め 

① 275kV 東海原子力線で 1相開放故障が発生しても 2回線あることか

ら残りの健全な回線で正常な電力が供給可能であり非常用高圧母

線の電圧に変化が起こらないこと。 

② 起動変圧器の一次側で 1 相開放故障が発生しても非常用高圧母線

（6.9kV２Ｃ及び 6.9kV２Ｄ）は異なる起動変圧器より受電してい

るため非常用高圧母線への電源供給は 1 回線以上確保可能となっ

ている。 

上記①，②の様な変圧器一次側において 1 相開放故障が発生した

状態が検知されることなく非常用母線への給電が維持されたとし

ても，非常用高圧母線への電源供給は可能であることから，直ち

に原子炉安全を脅かすものではない。 

また 

③154kV 原子力１号線で１相開放故障が発生した状況においては保護

リレーにて検知可能であること。 

しかし，別の変圧器一次側で 1 相開放故障が発生する前に速やかに

故障を検知し，故障箇所を隔離することが重要となる。 

     1 相開放故障の検知について，気中に露出した架線接続部での不具

合については巡視点検等により早期発見による検知が可能である。そ

れ以外の箇所については保護継電装置で概ね検知可能であり，故障が

発生した状態が検知されずに，非常用母線への給電が維持されること

はない。 

     また，運転員が保護継電装置の動作にて 1 相開放故障発生時の対応

を確実にするために，手順書へ内容を反映する。 
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 (3) 電気設備の保護 

   開閉所（母線等），変圧器，その他の関連する電気系統の機器の故障に

より発生する短絡や地絡，母線の低電圧や過電流に対し，保護継電装置に

より検知できる設計としており，検知した場合には，保護継電装置からの

信号で，遮断器等により故障箇所を隔離し，故障による影響を局所化し，

他の電気系統の安全性への影響を限定できる設計とする。 

   外部電源系保護継電装置を，第 2.2.1.1－16 表に示す。 
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第 2.2.1.1－16 表 外部電源系保護継電装置 

電気設備 保護継電装置の種類 

275kV 東海原子力線 

電流差動継電方式（87） 

短絡距離継電方式（44S） 

地絡距離継電方式（44G） 

154kV 原子力１号線 

交流不足電圧継電方式（27） 

地絡方向継電方式（67） 

周波数継電方式（95） 

交流過電圧継電方式（59） 

地絡過電圧継電方式（64） 

275kV 母線 電流差動継電方式（87） 

起動変圧器 

電流差動継電方式（87） 

交流過電流継電方式（51） 

地絡過電流継電方式（51G） 

予備変圧器 

電流差動継電器（87） 

交流過電流継電方式（51） 

地絡過電流継電方式（51G） 

非常用高圧母線 交流不足電圧継電器（27） 

非常用ディーゼル発電機 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機） 

電流差動継電器（87） 

交流過電流継電器（51） 

逆電力継電器（32） 

各負荷（電動機類） 過負荷継電器（49） 

 

※主発電機，主要変圧器，所内変圧器については，外部電源に直接接続してい

る受電設備ではないため除外した。  
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2.2.1.2 電気系統の信頼性 

  重要安全施設に対する電気系統については，系統分離を考慮した母線によ

って構成されるとともに，電気系統を構成する個々の機器が信頼性の高いも

のであって，非常用所内電源系からの受電時等の母線切替操作が容易である

設計とする。 

 

 (1) 系統分離を考慮した母線構成 

   275kV 東海原子力線は起動変圧器を介して，また 154kV 原子力 1 号線は

予備変圧器を介して，原子炉施設へ給電する設計とする。非常用母線を 3

母線確保することで，多重性を損なうことなく，系統分離を考慮して母線

を構成する設計とする。 

 

 (2) 電気系統を構成する個々の機器の信頼性 

   電気系統を構成する送電線（275kV 東海原子力線及び 154kV 原子力 1 号

線），母線，変圧器，非常用電源系，その他関連する機器については，電

気学会電気規格調査会にて定められた規格（ＪＥＣ）又は日本工業規格

（ＪＩＳ）等で定められた適切な仕様を選定し，信頼性の高い設計とする。 

 

 (3) 非常用所内電源系からの受電時等の母線の切替操作 

   重要度の特に高い安全機能を有する構築物，系統及び機器で，その機能

を達成するために電力を必要とするものについては，非常用高圧母線から

の給電が可能な構成とし，非常用高圧母線は外部電源系又は非常用ディー

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む）のいずれから

も受電できる構成とする。【設置許可基準 第 33 条 第 1 項】 

   このうち，外部電源系については，送電線に接続する遮断器や断路器等



33 条-86 

を設置した超高圧開閉所機器及び特別高圧開閉所機器，各開閉所からの電

気を降圧する変圧器から構成される設計とする。 

   開閉所機器，変圧器，及び所内高圧系統については，送電線や所内電源

の切替操作が容易に実施可能なように操作スイッチ等を設ける設備構成と

する。【設置許可基準 第 33 条 第 3 項 解釈 1，第 4 項 解釈 4】 

   所内単線結線図を，第 2.2.1.2－1 図に示す。 

 

第 2.2.1.2－1 図 所内単線結線図 

 

   非常用高圧母線が，275kV 東海原子力線から起動変圧器を介して受電で

きなくなった場合，非常用高圧母線２Ｃは，非常用ディーゼル発電機２Ｃ

からの給電へ自動切替される。一方，非常用高圧母線２Ｄ及び非常用高圧

母線高圧炉心スプレイ系は，154kV 原子力１号線から予備変圧器を介して

む) 
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の受電へ自動切替される。【設置許可基準 第 33 条 第 3 項 解釈 1】 

   非常用母線の受電切替のイメージ図を，第 2.2.1.2－2 図に示す。 

 

 

第 2.2.1.2－2 図 非常用母線の受電切替のイメージ 
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2.2.2 電線路の独立性 

2.2.2.1 外部電源受電回路について 

  東海第二発電所は，275kV 東海原子力線 2回線及び 154k 原子力１号線 1 回

線の合計 3 回線にて電力系統に連系する。 

  275kV 東海原子力線 2 回線は，約 17km 離れた那珂変電所に接続し，154kV

原子力１号線 1 回線は，約 9km 離れた茨城変電所に接続する。 

  外部受電回路の送電系統図を，第 2.2.2.1－1 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2.2.1－1 図 送電系統図 

 

2.2.2.2 複数の変電所との接続について 

  那珂変電所はその電力系統における上流側の接続先において異なる変電所

に連系され，茨城変電所はその電力系統における上流側の接続先において異

なる変電所に連系することが可能とされており，1 つの変電所が停止するこ

とによって，当該原子力施設に接続された送電線がすべて停止する事態に至

らない設計とされている。 

  

村松線 
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 (3) 変電所の停止想定 

  ａ．那珂変電所全停時の供給系統 

    那珂変電所が停止した場合においても，茨城変電所から 154kV 原子力

１号線より受電を行うことにより，東海第二発電所への電力供給が可能

となる。茨城変電所は那珂変電所及び西水戸より受電可能である。 

【設置許可基準 第 33 条 第 4 項 解釈 4】 

    那珂変電所全停時の供給系統を，第 2.2.2.2－3 図に示す。 

 

 

第 2.2.2.2－3 図 那珂変電所全停時の供給系統 

  

村松線 
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  ｂ．茨城変電所全停時の供給系統 

    茨城変電所が停止した場合においても，那珂変電所から 275kV 東海原

子力線より受電を行うことにより，東海第二発電所への電力供給が可能

となる。那珂変電所は新茂木及び西水戸から受電可能である。 

【設置許可基準 第 33 条 第 4 項 解釈 4】 

    茨城変電所全停時の供給系統を，第 2.2.2.2－4 図に示す。 

 

 

第 2.2.2.2－4 図 茨城変電所全停時の供給系統 

  

村松線 
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2.2.3.2 送電線の信頼性向上対策 

  送電線は，大規模な盛土の崩壊，大規模な地すべり，急傾斜の崩壊による

被害の最小化を図るため，鉄塔基礎の安定性を確保することで，鉄塔の倒壊

が防止されている。 

  過去に発生した設備の被害状況を踏まえて，電気設備の技術基準（第 32

条）への適合に加え，台風等による強風発生時や冬期の着氷雪による事故防

止対策が図られており，外部電源系からの電力供給が同時に停止することの

ない設計とされている。 

 

 (1) 鉄塔基礎の安定性 

   送電線ルートは，ルート選定の段階から地すべり地域等が極力回避され

ており，地震による鉄塔敷地周辺の影響による被害の最小化を図られてい

る。また，やむを得ずこのような地域を経過する場合には，個別に詳細調

査を実施し，基礎の安定性を検討して基礎型を選定する等の対策が実施さ

れている。 

   さらに，東海第二発電所に連系する 275kV 東海原子力線 2 回線及び

154kV 原子力 1 号線 1 回線については，鉄塔敷地周辺で基礎の安定性に影

響を与える盛土の崩壊，地すべり，急傾斜地の土砂崩壊について，図面等

を用いた机上調査により盛土の崩壊，地すべり，急傾斜地の各リスクがあ

る箇所の抽出が行われた後，地質専門家による現地踏査が実施され，鉄塔

基礎の安定性に影響がないことが確認されている。（参考：経済産業省原

子力安全・保安院報告「原子力発電所及び再処理施設の外部電源における

送電鉄塔基礎の安定性評価について（平成 24 年 2 月 17 日，東京電力株式

会社）」） 
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   ② 地すべり 

     【リスク】鉄塔を巻込んだ地

すべりによる鉄塔傾斜，倒壊

の恐れがある。 

      →地滑り防止地区，地滑り危険箇所，地滑り地形分布図をもとに

地滑り箇所を抽出し，リスク評価する。 

   ③ 急傾斜地の崩壊 

     【リスク】逆 T 字型基礎におけ

る地盤崩壊による鉄塔傾斜，

倒壊の恐れがある。 

      →急傾斜地（30 度以上）で土砂崩壊が発生する可能性がある箇

所を抽出し，リスクを評価する。 

 

  ｂ．確 認 結 果 

   ① 盛土の崩壊リスク 

     実測平面図や国土地理院発行の地形図等を使用し，人工的に土地の

改変が加えられた箇所などを抽出する。 

     →275kV 東海原子力線で 2 基が抽出された。 

     →抽出された 2 基について地質専門家による現地踏査等により，基

礎の安定性に問題のないことを確認した。 

   ② 地すべりリスク 

     地すべり防止区域，地すべり危険箇所，地すべり地形分布図から対

象鉄塔を抽出後，空中写真判読により地すべり地形近傍の鉄塔を抽出

する。 

     →基礎の安定性に問題のないことを確認した。 
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   ③ 急傾斜地リスク 

     国土地理院発行の地形図等を使用し，急傾斜を有する斜面が近傍に

ある鉄塔を抽出する。 

     →275kV 東海原子力線 3 基，154kV 村松線 2 基について抽出した。 

     →抽出された 5 基について地質専門家による現地踏査等により，基

礎の安定性に問題のないことを確認した。 

 

第 2.2.3.2－3 表 基礎の安定性評価結果 

線路名 
鉄塔 

基数 

現地踏査確認基数 対応必要 

基数 盛土 地すべり 急傾斜地

275kV 東海原子力線 44 基 2 基 0 基 3 基 0 基 

154kV 原子力１号線 8 基 0 基 0 基 0 基 0 基 

154kV 村松線 28 基 0 基 0 基 2 基 0 基 

参考：経済産業省原子力安全・保安院報告「原子力発電所及び再処理施設の外

部電源における送電鉄塔基礎の安定性評価について（平成 24 年 2 月 17

日，東京電力株式会社）」  

 

 (2) 近接箇所のリスク 

   近接箇所（第 2.2.3.1－1 図）については，2 ルートが近接した状況に

あるが，地形評価に加え，送電線相互の近接状況，気象状況から 2 ルート

共倒れのリスクは極めて低いと判断している。以下に評価結果を記載する。 
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  ａ．地形評価 

    下表の評価により，盛土崩壊，急傾斜地の崩壊，地すべりなど，将来

的にも鉄塔斜面の安定性が損なわれる可能性は低い。 

第 2.2.3.2－4 表 送電線の風雪対策 

評価

項目 
主な評価内容 評価結果 

盛土

崩壊 

・盛土の立地状況や形状及び規模 

・盛土と鉄塔との距離 

図面等による抽出結果 2 基

を対象に，地質専門家の現

地踏査等による評価の結

果，基礎の安定性に影響は

なし。 

地す

べり 

・地すべり地形の状況 

・露岩分布除今日 

・移動土塊の状況 

・地表面の変状有無 

・構造物の変状有無 

図面等による抽出結果，地

すべりリスクのある鉄塔は

確認されず，基礎の安定性

に影響はなし。 

急傾

斜地 

・斜面状況（勾配及び変状有無） 

・地盤特性 

・崩壊履歴 

図面等による抽出結果 5 基

を対象に，地質専門家の現

地踏査による評価の結果，

基礎の安定性に影響はな

し。 

  ｂ．2 ルートの送電線・鉄塔の位置の評価 

    275kV 東海原子力線，154kV 原子力１号線において 5 箇所の斜面があ

る。ａ．にて鉄塔斜面の安定性が損なわれる可能性が低いことは確認し

ている。 

  ｃ．気象状況の評価 

    台風の影響について，当該地域は JEC-127-1979（送電用支持物設計

標準）における基準速度圧地域区分が高温季は下表に示す地域区分Ⅴの

地域，低温季はⅥの地域であり，当該速度圧を見込んだ設計を実施して

いる。地域別の 50 年再現風速値が高い地域ではない。また，雪の影響

については，経過地に応じて電線への着雪厚さを個別に評価し，対策を

実施している。  
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第 2.2.3.2－5 表 基準速度圧地域区分 

地域区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

速度圧（kg／m３） 240 200 175 150 125 100 

 

 (3) 風雪対策について 

  ａ．設備対策面 

    送電線の風雪対策として，電気設備技術基準に適合するとともに，一

部の鉄塔については，JEC-127-1979（送電用支持物設計標準）を考慮し

た耐風雪強化設計が実施されている。 

    その他，架渉線への着氷雪対策として難着雪リング等が設置されてい

る。 

    送電線の風雪対策及びその状況について，第 2.2.3.2－6 表及び第

2.2.3.2－7 表に示す。また，着氷雪対策品を，第 2.2.3.2－8 表に示す。 

 

第 2.2.3.2－6 表 送電線の風雪対策 

項目 
電気設備技術基準（第 32 条） 

（解釈（第 58 条）） 
更なる風雪対策 

風 

風速 40m／s の風圧荷重を考慮 ・設置箇所に応じた風速（地

上高10mにおける最大瞬間風

速 40.8～63.2m／s）を考慮

（耐風強化設計） 

雪 

架渉線の周囲に厚さ 6 ㎜，比

重 0.9 の氷雪が付着した状態

に対し，風速 28m／s の風圧荷

重を考慮 

・設置箇所に応じて，電線へ

の湿型着雪（着雪厚さ）に

よる荷重（厚さ 25～50 ㎜，

密度0.6g／cm３）を考慮（耐

雪強化設計） 

・架渉線への着氷雪対策とし

て難着雪リングやねじれ防

止ダンパーを設置 
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第 2.2.3.2－7 表 各送電線の更なる風雪対策の状況 

 耐風強化

設計 

耐雪強化

設計 

難着雪 

リング 

ねじれ防止

ダンパー 

275kV 東海原子力線    －    －※1 ○ ○ 

154kV 原子力１号線    －    － ○ ○ 

154kV 村松線    －※1    －※1 ○ ○ 

※１ 一部の鉄塔が対策済 

 

第 2.2.3.2－8 表 着氷雪対策品 

名 称 機 能 

難着雪リング 
電線に一定間隔で取付けることにより，着雪の連続

性が分断されるため，着雪の発達が抑制される。 

ねじれ防止ダンパー 
電線のねじれ剛性を増加し，電線自体の回転を防止

することで着雪の発達を抑制できる。 

 

  ｂ．巡視及び点検実績 

    275kV 東海原子力線，154kV 原子力 1 号線に対し，東京電力パワーグ

リッド株式会社の定めた保安規程により，設備の異常兆候の把握のため

以下の巡視・点検が行われている。巡視実績を第 2.2.3.2－9 表に点検

実績を第 2.2.3.2－10 表に示す。 

    【巡視】 普通巡視:地上（徒歩・車両等）あるいはヘリコプターに 

より２回／年以上 

※275kV 以上の送電線については，ヘリコプター飛行禁

止箇所を除き，ヘリコプター 1 回/年以上実施 

         臨時巡視(台風前後・大雨後・地震後など):必要の都度 

    【点検】 普通点検:1 回／5 年 
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第 2.2.3.2－9 表  巡視実績 

 

 

第 2.2.3.2－10 表  点検実績 
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2.2.4 受送電設備の信頼性 

  超高圧開閉所，特別高圧開閉所，ケーブル洞道及び電線管路は，不等沈下

や傾斜等が起きないよう十分な支持性能を持つ地盤に設置している。また，

遮断器等の機器については耐震性の高い機器を使用する。 

  また，超高圧開閉所，特別高圧開閉所，ケーブル洞道及び電線管路に対す

る津波の影響を考慮するとともに，塩害を考慮する設計とする。 

 

2.2.4.1 開閉所設備等の耐震性評価について 

  超高圧開閉所及び特別高圧開閉所は，1.0Ci の地震力に対し不等沈下，傾

斜またはすべり等が起きないような場所に設置していることから，十分な支

持性能を確保しており，耐震クラス C を満足している。 

  超高圧開閉所及び特別高圧開閉所の遮断器は，従来の気中絶縁開閉装置と

比べて重心が低く耐震性の高いＧＩＳとする。ＧＩＳ（例）を，第 2.2.4.1

－1 図に示す。 

 

第 2.2.4.1－1 図 ＧＩＳ（例） 
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2.2.4.2 送変電設備の碍子及び遮断器等の耐震性 

 (1) 送電線の長幹支持碍子の免震対策について 

   東日本大震災では，東海第二発電所に接続されている 275kV 東海原子力

線において長幹支持碍子が破損した。このため，長幹支持碍子から有機碍

子への取替（全 44 基中 16 基に使用）を行い耐震性強化を実施した。 

   なお，154kV 原子力１号線において長幹支持碍子は使用されていなかっ

た。 

   長幹支持碍子を第 2.2.4.2－1 図に，有機碍子を第 2.2.4.2－2 図に長幹

支持碍子の耐震対策状況を，第 2.2.4.2－3 表に示す。 

 

第 2.2.4.2－1 図 長幹支持碍子 

 

第 2.2.4.2－2 図 有機碍子 

 

有機碍子 

長幹支持碍子 
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第 2.2.4.2－3 表 長幹支持碍子の耐震対策状況 

線路名 
長幹支持碍子の耐震対策 

有機碍子化 

275kV 東海原子力線 16 基（平成 23 年 11 月完了） 

 

(2) 変電所の遮断器等の耐震性について 

   東海第二発電所に接続されている那珂変電所及は，重心が低く，耐震性

の高いガス絶縁開閉装置（以下ＧＩＳという）及び耐震性を強化した断路

器を採用している。茨城変電所及は，重心が低く，耐震性の高いＧＩＳ及

び JEAG5003-2010「変電所等における電気設備の耐震設計指針」に基づい

た評価を実施して，設計上の裕度を確認した断路器等を使用する。【設置

許可基準 第 33 条 第 3 項 解釈 1】 
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2.2.4.3 開閉所基礎の設置地盤の支持性能について 

 (1) 超高圧開閉所 

   超高圧開閉所(275kV 東海原子力線に接続)は，杭基礎構造とし，1.OCi

の地震力に対し十分な支持性能を確保した設計とする。【設置許可基準 第

33 条 第 6 項 解釈 6】 

   超高圧開閉所基礎の支持性能評価結果を，第 2.2.4.3－1 表に，超高圧

開閉所位置を，第 2.2.4.3－2 図に示す。 

 

第 2.2.4.3-1 表 超高圧開閉所基礎の支持性能評価結果 

照査項目 評価値 評価基準値 判定＊１ 

最大接地圧 434（kN/本） 2629（kN/本） ○ 

＊１：判定○（十分な支持性能を確保）の条件は，評価値＜評価基準値。 
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 (1) 超高圧開閉所～東海第二発電所 

   超高圧開閉所から東海第二発電所にかけてのケーブル洞道は，直接基礎

構造であり，1.OCi の地震力に対し十分な支持性能を確保する設計とする。

【設置許可基準 第 33 条 第 6 項 解釈 6】 

   超高圧開閉所から東海第二発電所にかけてのケーブル洞道支持性能評価

結果を，第 2.2.4.4－2 表にに示す。 

 

第 2.2.4.4－2 表 超高圧開閉所から東海第二発電所にかけてのケーブル洞道

支持性能評価結果 

照査項目 評価値 評価基準値 判定※１ 

最大接地圧 162（kN/m２） 372（kN/m２） 〇 

※１：判定○（十分な支持性能を確保）の条件は，評価値＜評価基準値。 

 

(2) 特別高圧開閉所～東海第二発電所 

   特別高圧開閉所から東海第二発電所にかけてのケーブル洞道は，直接基

礎構造であり，1.OCi の地震力に対し十分な支持性能を確保する設計とす

る。【設置許可基準 第 33 条 第 6 項 解釈 6】 

   特別高圧開閉所から東海第二発電所にかけてのケーブル洞道支持性能評

価結果を，第 2.2.4.4－3 表にに示す。 

 

第 2.2.4.4－3 表 特別高圧開閉所から東海第二発電所にかけてのケーブル洞

道支持性能評価結果 

照査項目 評価値 評価基準値 判定※１ 

最大接地圧 32（kN/m２） 640（kN/m２） 〇 

※１：判定○（十分な支持性能を確保）の条件は，評価値＜評価基準値。





33 条-111 

 (2) 評価手法 

   第四系に直接支持されているケーブル洞道について、鉄道構造物等設計

標準・同解説（平成 19 年 1 月）に基づき、地盤の揺すり込みによる沈下

量の算出を行った。 

   地表面で 1.0Ci 相当となる地震力を用いて，一次元等価線形解析にて地

震前後のせん断剛性の変化から沈下量を算定した。 

 

(3) 評価結果 

   ケーブル洞道における沈下量を第 2.2.4.5-2 表に示す。沈下量は，ケー

ブル洞道直下の第四系を対象として算出した。ボーリング位置図及びボー

リング柱状図を第 2.1.4.5-2～3 図に示す。 

   その結果，沈下量が 1 ㎝以下であることから，不等沈下によるケーブル

性能への影響はなく，設置地盤は十分な支持性能を有していることを確認

した。 

 

第 2.1.4.5-2 表 ケーブル洞道における最大沈下量 

 

ケーブル洞道 

（特別高圧開閉所～ 

原子炉建屋間）

ケーブル洞道 

（超高圧開閉所～ 

タービン建屋間） 

最大沈下量 1.7 ㎜ 9.5 ㎜ 
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2.2.4.6 津波の影響，塩害対策 

  塩害対策が必要な箇所に対しては，定期的に碍子洗浄が可能な設備を設置

する。碍子洗浄装置外観を，第 2.2.4.6－1 図に示す。【設置許可基準 第 33

条 第 6 項 解釈 6】 

  津波の遡上域における最大遡上高さは T.P.+17.1m であるが，新設する防

潮堤(T.P.+18.0m 以上)により非常用電源設備が配置されているエリアは，

津波の影響を受けない設計とする。【設置許可基準 第 33条 第 6項 解釈 6】 

  基準津波による発電所周辺の最大水位分布を，第 2.2.4.6－2 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

第 2.2.4.6－1 図 碍子洗浄装置外観（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2.4.6－2 図 基準津波による発電所周辺の最大水位分布

特別高圧開閉所 

予備変圧器 

超高圧開閉所 

起動変圧器 

太平洋 

碍子洗浄装置用

ノズル 

防潮堤 
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2.3 外部電源喪失時における発電所構内の電源の確保 

2.3.1 非常用電源設備及びその付属設備の信頼性 

2.3.1.1 多重性又は多様性及び独立性 

  非常用電源設備のうち，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む）及びその付属設備は，多重性及び独立性を考慮して，

必要な容量のものを 3 台備え，各々非常用高圧母線に接続している。また，

蓄電池及びその付属設備は，3 系統を各々別の場所に設置し，多重性及び独

立性を確保する設計とする。【設置許可基準 第 33 条 第 7 項】 

  非常用電源設備は，常用系との独立性を考慮して，常用電源設備と別の場

所に設置することにより，共通要因による機能喪失が発生しない設計とする。 

 

 (1) 非常用電源設備の配置 

   非常用電源設備は，区分Ⅰ，区分Ⅱ及び区分Ⅲに区画された電気室等に

設置する設計とする。 

   非常用電源設備の配置を，第 2.3.1.1－1 図～第 2.3.1.1－5 図に示す。 
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 (2) 非常用電源設備の共通要因に対する頑健性 

   非常用交流電源設備，非常用直流電源設備は各々3 系統あり，基準地震

動に対して支持機能が維持可能な建物である原子炉建屋の区画された部屋

に設置する等の対策により，主たる共通要因（地震，津波，火災，溢水）

に対し，頑健性を有する設計とする。非常用電源設備の主たる共通要因に

対する頑健性を，第 2.3.1.1－6 表に示す。 

 

第 2.3.1.1－6 表 非常用電源設備の主たる共通要因に対する頑健性 

共通要因 対応方針 状況 

地震 

設計基準地震動に対し

て十分な耐震性を有する

設計とする。 

設計基準地震動に対して，建屋

及び安全系の電気設備が機能維持

できる設計としている。 

津波 

設 計 基 準 津 波 に 対 し

て，浸水や波力等により

機能喪失しない設計とす

る。 

津波の遡上域における最大遡上

高さは T.P.+17.1m であるが，新設

する防潮堤(T.P.+18.0m 以上)によ

り非常用電源設備が配置されてい

るエリアは，津波の影響を受けな

い設計とする。 

火災 

適切な耐火能力を有す

る耐火壁又は隔壁等で分

離を行う設計とする。 

異なる系統の電気室及び蓄電池室

については，火災防護審査基準で

要求される 3 時間以上の耐火能力を

有する耐火壁又は隔壁等により分

離する。 

溢水 

想 定 す べ き 溢 水 （ 没

水 ・ 蒸 気 ・ 被 水 ） に 対

し，影響のないことを確

認，もしくは溢水源等に

対し溢水影響のないよう

設備対策を実施する設計

とする。 

地震や火災による溢水に対して

電気盤が機能喪失にならないこと

を確認する。 

また，電気室及び蓄電池室には，

蒸気源及び被水源がないため問題

ない。 

 

  軽油貯蔵タンクは地下，燃料移送ポンプは常設代替高圧電源装置置場内

（地下）に設置する。 

  また，軽油貯蔵タンクから燃料移送ポンプまでの配管，及び燃料移送ポン
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プからデイタンクまでの配管には連絡配管が設けられており，軽油貯蔵タン

ク及び燃料移送ポンプいずれか 1 系統が使用できない場合でも，原子炉建屋

内にある 3 系統のデイタンクに燃料を供給可能な設計としている。また，デ

イタンクは外部からの燃料補給がなくても一定時間非常用ディーゼル発電機

に燃料を供給可能な設計とする。（2.3.1.3 参照） 

 

  軽油貯蔵タンク基礎ならびに燃料移送系配管ダクトは，耐震クラスＳの設

備の間接支持構造物として，原子炉建屋と同じ支持地盤を有しており（杭基

礎形式），沈下が生じにくい構造とする。 
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2.3.1.2 容量について 

  東海第二発電所非常用電源設備の内，設計基準事故に対処するための設備

は以下のとおりである。 

 

①  非常用ディーゼル発電機 

個数：2 

    容量：約 6,500kVA／台（約 5,200kW／台） 

②  高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

    個数：1 

    容量：約 3,500kVA（約 2,800kW) 

 

  ＜①及び②の主な負荷＞ 

   ・外部電源が完全に喪失した場合に，原子炉を安全に停止するために必

要な負荷 

   ・工学的安全施設作動のための負荷 

 

  非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む）

は，外部電源の喪失又は冷却材喪失事故が発生した際，自動起動して原子力

発電所の保安上必要とされる各負荷に電力を供給するために，十分な発電機

容量を有する。 

  各非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む）

において保安上必要とされる負荷を，第 2.3.1.2－1 表に示す。 
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第 2.3.1.2－1 表 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル 

発電機を含む）において保安上必要とされる負荷 

非常用ディーゼル発電機 高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機 ２Ｃ ２Ｄ 

補機名 
容量[kW] 

(効率変換後)
補機名 

容量[kW] 
(効率変換後)

補機名 
容量[kW] 

(効率変換後) 

低圧炉心ス

プレイ系ポ

ンプ 

 1,250※ 

（1,316） 
― ― 

高圧炉心スプレ

イ系ポンプ 

2,280※ 

(2,400) 

残留熱除去

系ポンプ 

 680※ 

(716) 

残留熱除去

系ポンプ 

1,360※ 

(1,432) 

高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル

発電機海水ポン

プ 

37 

(42) 

残留熱除去

系海水系ポ

ンプ 

 1,800※ 

（1,896） 

残留熱除去

系海水系ポ

ンプ 

1,800※ 

(1,896) 
蓄電池充電装置 

14 

(16) 

非常用ガス

処理装置 

21.6 

(24.0) 

非常用ガス

処理装置 

21.6 

(24.0) 

高圧炉心スプレ

イポンプ室換気

装置 

7.4 

(8.3) 

非常灯 
70 

（78） 
非常灯 

70 

(78) 

高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル

発電機室換気装

置 

37 

(42) 

蓄電池充電

装置 

156.8 

（174.3） 

蓄電池充電

装置 

156.8 

(174.3) 
― ― 

中央制御室

換気装置 

177.2 

(196.9) 

中央制御室

換気装置 

177.2 

(196.9) 
― ― 

ディーゼル

発電機冷却

系海水ポン

プ 

45 

(50) 

ディーゼル

発電機冷却

系海水ポン

プ 

45 

(50) 
― ― 

ディーゼル

発電機室換

気装置 

37 

(42) 

ディーゼル

発電機室換

気装置 

37 

(42) 
― ― 

低圧炉心ス

プレイ系ポ

ンプ室換気

装置 

3.7 

(4.2) 
― ― ― ― 

残留熱除去

系ポンプ室

換気装置 

1.5 

(1.7) 

残留熱除去

系ポンプ室

換気装置 

3.0 

(3.4) 
― ― 

バッテリー

室 

換気装置 

18.5 

(20.6) 

バッテリー

室 

換気装置 

18.5 

(20.6) 
― ― 

スイッチギ

ア室換気装

置 

180.7 

(200.8) 

スイッチギ

ア室換気装

置 

180.7 

(200.8) 
― ― 
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非常用ディーゼル発電機 高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機 ２Ｃ ２Ｄ 

― ― 
バイタル交

流電源装置

45 

(50) 
― ― 

非常用ガス

再循環装置 

111.7 

(124.2) 

非常用ガス

再循環装置

111.7 

(124.2) 
― ― 

負荷合計 
4,553.7 

(4,845) 
負荷合計 

4026.5 

(4293) 
負荷合計 

2,375.4 

(2,510) 

※の負荷については効率９５％，その他は効率９０％  
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  非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む）

は，外部電源が喪失した場合に，原子炉を安全に停止するために必要な電源

を供給し，さらに，工学的安全施設作動の為の電源も供給する。 

  また，多重性を考慮して，必要な容量のものを 3 台備え，各々非常用高圧

母線に接続する。 

3 台のうち 1 台が故障しても原子炉の安全性は確保できる。 

  非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む）

は，非常用高圧母線低電圧信号又は非常用炉心冷却設備作動信号で起動し，

10 秒以内に電圧を確立した後は，各非常用高圧母線に接続し，負荷に給電

する。 

  外部電源が喪失し，かつ，冷却材喪失事故が発生した場合の非常用ディー

ゼル発電機（（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む）の負荷の始動

順位を，第 2.3.1.2－2 図～第 2.3.1.2－4 図に示す。 

 

 

第 2.3.1.2－2 図 非常用ディーゼル発電機（２Ｃ）の負荷の始動順位 

（外部電源喪失及び冷却材喪失事故時） 
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第 2.3.1.2－3 図 非常用ディーゼル発電機（２Ｄ）の負荷の始動順位 

（外部電源喪失及び冷却材喪失事故時） 

 

 

 

第 2.3.1.2－4 図 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の負荷の始動順位 

（外部電源喪失及び冷却材喪失事故時） 

  



33 条-126 

   ③ 蓄電池 

    非常用の常設直流電源設備は，3 系統 5 組のそれぞれ独立した蓄電池，

充電器，及び分電盤等で構成し，直流母線電圧は125Vもしくは±24Vで

ある。主要な負荷はDG初期励磁，M/C,P/C投入及び引き外し，計測制御

系統施設等であり，設計基準事故時に非常用の常設直流電源設備のいず

れの１系統が故障しても残りの２系統で原子炉の安全は確保できる。 

    また，万一，全交流電源が喪失した場合でも，原子炉保護系及び原子

炉停止系の動作により，原子炉は安全に停止でき，停止後の原子炉の崩

壊熱及びその他の残留熱も，原子炉隔離時冷却系により原子炉の冷却が

可能であり，原子炉格納容器の健全性を確保できる。 

    非常用の常設蓄電池は鉛蓄電池で非常用低圧母線にそれぞれ接続され

た充電器により浮動充電される。 

    全交流電源喪失に備えて，非常用の常設直流電源設備は原子炉の停止，

停止後の冷却に必要な電源を一定期間，給電をまかなう蓄電池容量を確

保している。全交流動力電源喪失後，常設代替交流電源設備から約 90

分以内に給電を行うが，万一常設代替交流電源設備が使用できない場合

は，可搬型代替交流電源設備である電源車から約１９０分以内（全交流

動力電源喪失後約２８０分以内）に給電を行う。非常用の常設蓄電池は，

常設代替交流電源設備が使用できない場合も考慮し，電源が必要な設備

に約８時間供給できる容量とする。 

    なお，重大事故等対処施設の各条文にて炉心の著しい損傷，原子炉格

納容器の破損，及び貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷を防止するために設

けている設備への電源供給時間は，約 24 時間とする。 

    組数及び容量：約 125V 2 組（約 6,000Ah／組），1 組（約 500Ah／組） 

           約±24V 2 組（約 150Ah／組） 
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  ＜蓄電池の主な負荷＞ 

   ・制御用負荷（原子炉緊急停止系作動回路，遮断器操作回路，自動減圧

系等）及び非常用照明 

   ・原子炉隔離時冷却系 

    

  各蓄電池の容量を，第 2.3.1.2－5 表に示す。 

 

第 2.3.1.2－5 表 蓄電池の容量 

用途

項目 

非常用電源設備 

直流 125V 蓄電池 

２Ａ，２Ｂ 

直流 125V 蓄電池 

ＨＰＣＳ 

±24V 中性子モニタ用 

蓄電池２Ａ，２Ｂ 

形 式 鉛蓄電池 鉛蓄電池 鉛蓄電池 

組 数 2 1 2 

容 量 約 6,000Ah 約 500Ah 約 150Ah 

電 圧 約 125V 約 125V 約±24V 
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2.3.1.3 燃料貯蔵設備 

  工学的安全施設等の機能を確保するため，非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む）については２Ｃ系，２Ｄ系，高圧

炉心スプレイ系の計 3 台有している。また，軽油貯蔵タンクから燃料移送ポ

ンプにて非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む）へ供給される燃料油系統等も非常用２Ｃ系，２Ｄ系及び高圧炉心スプ

レイ系の 3 系統を有しているため，ディーゼル発電機の単一故障に対しても

必要な機能を確保できる。燃料油供給系統の構成を，第 2.3.1.3－1 図に示

す。 

  軽油貯蔵タンクは，ディーゼル発電機 2 台（非常用ディーゼル発電機１台

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 1 台）で 7 日間以上連続運転でき

る容量(400k ※１)を 2 系統有するため，軽油貯蔵タンクの単一故障に対して

も必要な機能を維持できる。 

  2 基の軽油貯蔵タンクは連絡配管により接続されており，軽油貯蔵タンク

の燃料は，3 台のディーゼル発電機のどれでも使用できる構成となっている。

(連絡配管は通常時は手動弁により隔離されており，片系で漏えい等が生じ

た場合でも他系へ影響しないようにしている。)【設置許可基準 第 33 条 第

7 項 解釈 7】 

 

  ※１軽油貯蔵タンクの必要量を保守的に見積もるため，以下を考慮する。 

・保守的に事象発生と同時に電源装置の起動を想定（連続７日間） 

・保守的に 100％負荷状態での燃料消費率(0.277 kL/MWh)を使用する 

 

① 非常用ディーゼル発電機  

0.277kL/MWh×5200 kW×24ｈ×7 日=241.99kL 

     ②高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機   

0.277kL/MWh×2800 kW×24ｈ×7 日=130.30kL  

③必要燃料①＋②=241.99kL＋130.30kL=372.29kL＜400kL 
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  ■軽油貯蔵タンク 

 基数：2 基 

 容量：400kL／基 

使用燃料：軽油 

 

 

第 2.3.1.3－1 図 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む）燃料油供給系統 
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3. 別添 
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別添 1 鉄塔基礎の安定性について 

 

1. 東海第二発電所外部電源線における送電鉄塔の安定性評価 

  経済産業省原子力安全・保安院指示文書「原子力発電所等の外部電源の信

頼性確保に係る開閉所等の地震対策について(指示)」(平成 23･06･07 原院第

1 号)に基づき,敷地周辺の地盤変状の影響による二次的被害の要因である盛

土崩壊，地すべり及び急傾斜地の土砂崩壊の影響が評価されている。抽出さ

れた鉄塔については，地質の専門家による現地踏査結果を踏まえ，鉄塔基礎

の安定性に影響がないことが確認されている。（参考：経済産業省原子力安

全・保安院報告「原子力発電所及び再処理施設の外部電源における送電鉄塔

基礎の安定性評価について（平成 24 年 2 月 17 日，東京電力株式会社）」） 

  基礎の安定性評価結果を，第 1－1 表に示す。 

 

第 1－1 表 基礎の安定性評価結果 

線路名 
鉄塔 

基数 

現地踏査確認基数 対応必要 

基数 盛土 地すべり 急傾斜地

275kV 東海原子力線 44 基 2 基 0 基 3 基 0 基 

154kV 原子力１号線 8 基 0 基 0 基 0 基 0 基 

154kV 村松線 28 基 0 基 0 基 2 基 0 基 

計 80 基 2 基 0 基 5 基 0 基 
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2. 地質の専門家による現地踏査の評価項目と方法 

  275kV 東海原子力線，154kV 村松線の対象鉄塔について，地質の専門家に

よる現地踏査で第 2－1 表に示す項目に基づき，鉄塔基礎の安定性評価が行

われている。なお，地すべりによる現地踏査の必要な鉄塔について該当する

箇所は無かった。 

 

第 2－1 表 現地踏査における評価項目と評価方法 

評価

項目 
主な評価項目 評価方法 

盛土

崩壊 

・盛土の立地状況や形状及び規模 

・盛土と鉄塔との距離 

現地踏査に際しては，当該

盛土の立地状況や形状・規

模，鉄塔との距離等を確認

し，健全性が評価されてい

る。 

急傾

斜地

の土

砂崩

壊 

・斜面状況（勾配及び変状有無） 

・地盤特性 

・崩壊履歴 

・現地調査に際しては，斜

面勾配等の地形条件，斜面

上の変状有無，植生状況，

地下水や表流水の集水条件

など，左記の評価内容を確

認し，健全性を評価した。 
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3. 盛土崩壊に対する鉄塔基礎の安定性評価結果 

3.1 現地踏査対象の抽出 

  対象箇所の抽出にあたっては，送電線ならびにその周辺の地形状況が記載

されている実測平面図等を使用して，人工的に土地の改変が加えられた箇所

の抽出が実施されている。 

  また，送電線路周辺で発生した盛土に関する送電線の保守記録等の確認と

ともに，車両やヘリコプター等による巡視で直接現地状況の確認が行われ，

漏れの無いよう盛土箇所が抽出された。 

  抽出の結果，鉄塔 80 基のうち 2 基が現地踏査必要箇所に該当した。 

  なお，盛土の抽出の規模としては，基本的に，東北地方太平洋沖地震で倒

壊した，東京電力株式会社 66kV 夜の森線の周辺で発生した盛土崩壊箇所と

同程度の規模の盛土が対象とされ，更なる安全性向上の観点から，それより

も小規模な盛土についても抽出対象とされた。 

 

3.2 現地踏査結果 

  対象鉄塔 2 基について，当該盛土の立地状況や形状及び規模，鉄塔との距

離等が確認された結果，鉄塔脚から盛土までの距離が十分離れており，仮に

崩壊したとしても当該鉄塔への土砂流入はないと判断された。 
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4. 地すべりに対する鉄塔基礎の安定性評価結果 

4.1 現地踏査対象の抽出 

  地すべり防止区域（地すべり等防止法），地すべり危険箇所（地方自治体

指定），地すべり地形分布図（国立研究開発法人 防災科学技術研究所）に

示される範囲および，その近傍に設置されている鉄塔が選定され，さらに空

中判読により鉄塔との位置関係などが確認された。結果，該当するものは無

く，基礎の安定性に影響はないと判断された。 

 

5. 急傾斜地の土砂崩壊に対する鉄塔基礎の安定性評価結果 

5.1 現地踏査対象の抽出 

  急傾斜地の土砂崩壊については，鉄塔周辺の傾斜の最大傾斜角が 30 度以

上かつ逆Ｔ字基礎が抽出された結果，鉄塔基礎 80 基のうち 5 基について現

地踏査が必要な箇所が該当した。 

5.2 現地踏査結果 

  対象鉄塔 5 基について，斜面勾配等の地形条件，斜面上の変状の有無，植

生状況，地下水や表流水の集水条件等が調査された。また，安定性の評価に

あたっては，『道路土工―切土工・斜面安定工指針』における「表層崩壊と

落石の安定性評価の目安」や「斜面崩壊対策の調査」を参考に，地質専門家

の意見をふまえた評価がおこなわれた。 

  上述の現地踏査で収集した斜面勾配等の地形条件，地盤特性等に基づき，

各鉄塔が評価された結果，崩壊や崩壊跡地が鉄塔近傍に見られた鉄塔や近接

する斜面に湧水箇所がみられた鉄塔は無く，問題ないと判断された。 
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別添 2 吊り下げ設置型高圧しゃ断器について 

 

1. 事象概要 

  平成 23 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震による揺れで，東北電力株式

会社女川原子力発電所１号機 高圧電源盤６－１Ａで火災が発生したことを

受け，平成 23 年 5 月 31 日に発出された経済産業省原子力安全・保安院指示

文書「原子力発電所における吊り下げ設置型の高圧遮断器に係る火災防護上

の必要な措置の実施等について（指示）」（平成 23・05・30 原院第 2 号）に

基づき，原子力発電所において所有している吊り下げ設置型高圧遮断器の有

無を確認した。 

 

2. 吊り下げ設置型高圧遮断器の有無 

  東海第二発電所で使用している吊り下げ設置型の高圧遮断器について調査

した結果，吊り下げ設置型高圧遮断器は無かった。 
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別添 3 変圧器一次側の 1 相開放故障について 

 

1. 外部電源系の変圧器の巻線仕様一覧 

  東海第二発電所の非常用高圧母線に電源供給する外部電源系の変圧器巻線

仕様を第 1－1 表に示す。 

 

第 1－1 表 変圧器の巻線仕様 

変圧器名称 電圧 

巻線の結線方法 

一次側 

（外部電源側）

二次側 

（負荷側） 

安定巻線※

起動変圧器２Ａ 275kV／6.9kV Y(直接接地) Y(抵抗接地) Δ 

起動変圧器２Ｂ 275kV／6.9kV Y(直接接地) Y(抵抗接地) Δ 

予備変圧器 147kV／6.9kV Y(非接地) Y(抵抗接地) Δ 

※安定巻線は，当該変圧器で発生する高調波等の抑制を目的で設置されている。 

 

2. 1 相開放故障発生時の検知について 

2.1 電流差動継電器（87）による検知 

  変圧器の一次側において，米国バイロン２号炉の事象のように 1 相開放故

障が発生した場合，275kV 送電線，154 送電線接続箇所以外については，米

国バイロン２号炉同様の気中に露出した接続ではなく，接地された筐体内等

に導体が収納された構造である。このような構造の場合，導体の断線による

1 相開放故障が発生したとしても，接地された筐体等を通じ，完全地絡とな

ることで，電流差動継電器（87）による検知が可能である。 

  接地された筐体内等に導体が収納された構造の例を，第 2－1 図に示す。 

  また，完全地絡による電流差動継電器（87）による検知部位を，第 2－2
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図に示す。 

 

 

第 2－1 図 接地された筐体内等に導体が収納された構造の例（ＧＩＳ） 

  

絶縁スペーサ 

導体 
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第 2－2 図 完全地絡による電流差動継電器（87）による検知部位 

  

 

275kV 東海原子力線 154kV 原子力１号線 

遮断器 
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  以下にＧＩＳ，変圧器及び CV ケーブルの構造に関する詳細を示す。 

 

 (1) ＧＩＳの故障検知について 

   ＧＩＳは，接地されたタンク内に導体が収納されており，絶縁性の高い

SF6ガスにより絶縁が確保されている。 

   ＧＩＳは，ブッシングを通じて架線と接続する構成である。 

 

  ａ．ブッシング 

    ブッシングは，磁器碍管に導体等が収納された構造となっており，ブ

ッシング内導体の破損については，磁器碍管の破損がない限り考えにく

い。ブッシングの外観及び内部構造部の例を，第 2－3 図に示す。 

    仮に，磁器碍管の破損による故障が発生した場合，導体と筐体間で地

絡が発生する。その場合，電流差動継電器（87）が設置されており，検

知が可能である。 
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第 2－3 図 ブッシングの外観及び内部構造部の例 
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  ｂ．ＧＩＳ（ブッシング除き） 

   ① 導体 

     ＧＩＳは，第 2－1 図のとおり絶縁スペーサでＧＩＳ内の導体を支

持する構造となっており，絶縁スペーサは，機械的強度が高く壊れる

可能性が小さいと考えられることから，導体の脱落が生じにくい構造

となっている。したがって，ＧＩＳ内部での 1 相開放故障は発生しに

くい構造である。 

     仮に絶縁スペーサが破損した場合，導体と筐体間で地絡が発生する。

その場合，電流差動継電器（87）が設置されており，検知が可能であ

る。 

 

   ② 遮断器の投入動作不良による欠相の検知 

     遮断器により 1 相開放故障が発生する要因として，各相個別に開放

及び投入が可能な遮断器の投入動作不良による欠相が考えられる。し

かし，投入動作不良による欠相が発生した場合においては，欠相継電

器（47）を設置し，検知可能となる。（第 2-4 図参照） 

     欠相が生じた場合，欠相保護継電器が動作し，遮断器は 3 相開放さ

れるため，欠相状態は解除され，また警報により，1 相開放故障の検

知が可能である。 
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第 2－4 図 遮断器投入不良による 1 相開放故障検知インターロック概要 

 

   ③ 断路器の投入動作不良による欠相の検知 

     断路器投入時は遮断器開放状態であり，投入操作時は現場に運転員

がいるため，投入状態の確認が可能であることから，投入動作不良に

よる欠相の検知は可能である。 

     なお，断路器通電状態の場合は、開放及び投入不可のインターロッ

クが構成されており，操作不可である。 

 

  ｃ．変圧器の故障検知 

    変圧器は接地された筐体内に導体が収納されており，絶縁油により絶

縁が確保されている。導体は，タンク内ブッシングを介し，変圧器巻線

へと連結した構造である。 

    変圧器は，十分強度を持った筐体内にあるため，断線が発生する可能

性は低い。 

    仮に，変圧器の筐体内で断線が発生した場合，アークの発生により衝

撃油圧継電器による機械的保護継電器が動作することにより検知に至る
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場合や，地絡が生じることによって電流作動継電器（87）検知が可能で

ある。変圧器の構造を第 2－5 図に示す。 

 

 

図 2－5 変圧器構造概要 

 

    なお，変圧器巻線については第 2－6 図のとおり複数の導体により構

成されており，断線が発生し，1 相開放故障が発生する可能性は低い。 



33 条-144 

 

第 2－6 図 変圧器巻線概要 

 

  d．ＣＶケーブルの故障検知について 

    ＣＶケーブルは絶縁体と接地されたシースに導体が内包されており，

導体の断線が起きにくい構造となっている。仮に，断線が発生した場合

でも，アークの発生により接地されたシースを通じ，地絡が発生し電流

作動継電器（87）が動作し，異常を検知することが可能。 

    ＣＶケーブルの構造図を第 2－7 図に示す。 

 

第 2－7 図 ＣＶケーブル構造図  

絶縁体 

シース 
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別添 4 1 相開放故障発生箇所の識別とその対応操作について 

    （6.9ｋV２Ｃ，6.9ｋV 高圧炉心スプレイ系で説明） 

 

１ 275kV 送電線で発生する 1 相開放故障 

   （目視による確認） 

 

 (1) 1 相開放故障直前の状態 

   第 1－1図の通り，275kV 東海原子力線から 275kV 超高圧開閉所，起動変

圧器，6.9kV 常用母線（6.9kV ２A-１,２A-２）を経由し，非常用高圧母線

を受電している状態を想定する。 

 

第 1－1 図 1 相開放故障直前の状態 
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 (2) 1 相開放直後の状態 

   275kV 東海原子力線の 1 回線で 1 相開放故障が発生すると，故障部位を

目視で確認できる。このことから運転員は，275kV 東海原子力線の 1 回線

にて 1 相開放故障が発生したことを検知可能である。 

第 1－2 図 1 相開放故障直後の状態 
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 (3) 故障箇所を隔離した状態 

   第 1－3図の通り，運転員の操作により，275kV 東海原子力線 1回線を外

部電源系から隔離すると，残り 1 回線で電源供給を行う。 

第 1－3 図 故障箇所を隔離した状態 
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2 予備変圧器一次側で発生する 1 相開放故障 

   （目視にて検知） 

 

 (1) 1 相開放故障直前の状態 

   第 2－1図の通り，275kV東海原子力線から超高圧開閉所，起動変圧器，

6.9kV 常用母線(6.9kV ２A-１,２A-２)を経由し，非常用高圧母線を受電

している状態を想定する。 

 

第 2－1 図 1 相開放故障直前の状態 
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 (2) 1 相開放故障直後の状態 

   予備変圧器の一次側で 1 相開放故障が発生すると，故障部位を目視で確

認できる。このことから運転員は，予備変圧器一次側にて 1 相開放故障が

発生したことを検知可能である。 

第 2-2 図 1 相解放故障直後の状態 
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 (3) 故障箇所を隔離した状態 

   運転員の手動操作により，予備変圧器を外部電源から隔離すると 275kV

東海原子力線 2 回線で電源供給を行う。 

第 2－3 図 故障箇所を隔離した状態 
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3 予備変圧器一次側で発生する 1 相開放故障 

   （目視にて検知） 

 

 (1) 1 相開放故障直前の状態 

   154kV 原子力 1 号線から予備変圧器，6.9kV２Ｅ高圧母線を経由し，非

常用高圧母線を受電している状態を想定する。 

第 3－1 図 1 相開放故障直前の状態 
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 (2) 1 相開放故障直後の状態 

   予備変圧器の一次側で 1 相開放故障が発生すると，故障部位を確認でき

る。このことから運転員は，予備変圧器一次側にて，1 相開放故障が発生

したことを検知可能である。 

第 3－2 図 1 相開放故障直後の状態 
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 (3) 故障箇所を隔離した状態 

   運転員の手動操作により，予備電源変圧器を外部電源から隔離すると，

予備電源変圧器から受電していた複数の非常用高圧母線の交流不足継電器

（27）が動作する。 

第 3－3 図 故障箇所を隔離した状態 
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 (4) 非常用高圧母線を隔離した状態 

   交流不足継電器（27）の自動操作により，非常用高圧母線を外部電源か

ら隔離すると，非常用ディーゼル発電機が自動起動し，負荷に電源供給を

開始する。 

第 3－4 図 非常用高圧母線を隔離した状態 

  



33 条-155 

4 予備変圧器一次側で発生する 1 相開放故障 

   （交流不足電圧継電器（27）にて検知） 

 

 (1) 1 相開放故障直前の状態 

   154kV 原子力１号線から予備変圧器，6.9kV２Ｅ高圧母線を経由し，非

常用高圧母線を受電している状態を想定する。 

第 4－1 図 1 相開放故障直前の状態 
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 (2) 1 相開放故障直後の状態 

   予備変圧器の一次側で 1 相開放故障が発生すると，予備変圧器から受電

していた複数の母線の交流不足継電器（27）が動作する。このことから運

転員は予備電源変圧器にて 1 相開放故障を含めた異常が発生したことを検

知可能である。 

第 4－2 図 1 相開放故障直後の状態 
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 (3) 非常用高圧母線を隔離した状態 

   交流不足継電器（27）の自動操作により，非常用高圧母線を外部電源か

ら隔離すると，非常用ディーゼル発電機が自動起動し，負荷に電源を供給

する。 

第 4－3 図 非常用高圧母線を隔離した状態 
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別添 5 非常用電源設備の配置の基本方針について 

 

 非常用電源設備は，区分ごとに区画された部屋に設置し，主たる共通要因

（地震，津波，火災，溢水）に対し，頑健性を有している。 

 

 電気設備を配置するうえでの基本的なコンセプトは，以下のとおりである。 

 地震，津波，火災，溢水に対する頑健性を確保する配置 

 同じ機能を有する設備は運転性，保守性に配慮し，集中配置 

 

 電気設備は，新設する防潮堤により津波からの影響を受けないエリアへ配置

するとともに，地震に対しては耐震性の高い設備を配置する。電気設備の配置

図は，第 2.3.1.1－1 図～第 2.3.1.1－5 図のとおりであり，上記の基本的なコ

ンセプトを満足する設計とする。 

  



33 条-159 

別添 6 蓄電池容量について 

 常設代替交流電源設備（常設代替高圧電源装置），可搬型代替交流電源設備

からの電源供給開始に要する時間は，「東海第二発電所「実用発電用原子炉に

係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施

するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について」におい

て，詳細を提示する。第１図～第４図に同資料の抜粋を示す。 

常設代替交流電源設備（常設代替高圧電源装置）から非常用高圧母線を受電

するまでは８７分である。  

よって常設代替交流電源設備（常設代替高圧電源装置）からは 90 分で電源

供給開始が可能である。 

万一常設代替交流電源設備が使用できない場合は，可搬型代替交流電源設備

である電源車から約１９０分以内（全交流動力電源喪失後約２８０分以内）に

給電を行う。非常用の常設蓄電池は，常設代替交流電源設備が使用できない場

合も考慮し，電源が必要な設備に約８時間供給できる容量とする。 

  



33 条-160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 「「東海第二発電所「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の

重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」への適合状況について」抜粋（１/４） 
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33 条-161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 「東海第二発電所「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重

大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力に係る審査基準」への適合状況について」抜粋（２/４） 

 

1.14-128 

添付資料1.14.2-1 

 

重大事故対策の成立性 

1．常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電 

ａ．操作概要 

外部電源及びＤ／Ｇの機能喪失により非常用所内電気設備（２Ｃ系及び

２Ｄ系）へ給電できない場合に，常設代替高圧電源装置を起動し，非常用

所内電気設備２Ｃ系（又は２Ｄ系）に給電することにより原子炉及び使用

済燃料貯蔵プールの冷却，格納容器冷却及び除熱に必要となる設備の電源

を復旧する。ＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系への給電完了後，直流125V充電器２

Ａ・２Ｂを起動し直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂを受電する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋附属棟 1階，地下1階，地下2階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

常設代替高圧電源装置による非常用所内電気設備（２Ｃ系又は２Ｄ系）

への給電に必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

【中央制御室起動時】 

必要要員数：4名（中央制御室運転員2名，現場運転員2名） 

所要時間目安：87分（当該設備は，設備未設置のため実績時間な

し） 

   【現場起動時】 

必要要員数：6名（中央制御室運転員2名，現場運転員2名，重大事故

等対応要員2名） 

所要時間目安：100分（当該設備は，設備未設置のため実績時間な

し） 



33 条-162 
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第３図 「「東海第二発電所「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の

重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」への適合状況について」抜粋（３/４） 



33 条-163 

1.14-150 

添付資料1.14.2-9 

 

9．可搬型代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電 

ａ．操作概要 

外部電源及び常設代替交流電源設備の機能が喪失した場合に，可搬型代

替低圧電源車により代替所内電気設備へ給電する。 

ｂ．作業場所 

屋外（原子炉建屋近傍） 

原子炉建屋附属棟 2階，地下1階，地下2階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

可搬型代替低圧電源車による代替所内電気設備への給電に必要な要員数

及び所要時間は以下のとおり。 

必要要員数：10名（中央制御室運転員2名，現場運転員2名，重大事

故等対応要員6名） 

所要時間目安：190分（当該設備は，設備未設置のため実績時間な

し） 

ｄ．操作の成立性 

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤライトにより，

夜間における作業性を確保している。 

また，放射性物質が放出される可能性があることから，操作

は放射線防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手

袋）を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及びＬＥＤライトを

携帯しており，夜間においても接近可能である。また，アク

セスルート上に支障となる設備はない。 

 
 

第４図 「東海第二発電所「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重

大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力に係る審査基準」への適合状況について」抜粋（４/４） 

 

 



33 条-164 

別添 7 ケーブル敷設設計の考え方 

 安全機能を有する機器に使用するケーブルは，安全区分Ⅰ，安全区分Ⅱ，安

全区分Ⅲに分類されたうえで，以下の各種分離を実施することにより，安全区

分間の相互独立性を保つ。 

１．電気的分離についての考え方 

  安全区分毎に独立した電源供給元より給電することで分離する。 

２．物理的分離についての考え方 

  (1)ケーブルトレイ又は電線管による分離 

   使用用途や使用電圧に応じた４つの回路種別（高圧電力用，低圧電力用，

制御用，計装用）にケーブルを分類し，安全区分及び回路種別毎にケーブ

ルトレイ又は電線管により敷設することで分離する。 

  (2)離隔距離の確保等による分離 

〔建設当時の考え方〕 

   安全区分の異なるケーブルトレイが，水平方向又は垂直方向に平行し

て敷設される場合及び交差して敷設される場合は，以下の対応の中から

敷設場所に適したものを実施することで分離する。 

・離隔距離の確保 

・分離板又は耐火板の設置 

・上部又は底部へのケーブルトレイカバーの設置 

〔新規制基準適合のための考え方〕 

   新規制基準（火災防護基準）適合のため，以下のいずれかの対応を実

施する。 

・1 時間以上の耐火材の設置及び火災感知，自動消火設備の設置 

・3 時間以上の耐火材の設置 



33 条-165 

別添８ 

 

揺すり込み沈下量の算定方法について 

 

１．沈下量の算定方法 

 沈下量の算定に当たっては，液状化に伴う沈下（地下水位以深の飽和地盤が

対象）及び揺すり込みによる沈下（地下水位以浅の不飽和地盤が対象）のそれ

ぞれについて評価し，両者を合算したものを用いる。 

（１）液状化に伴う沈下（地下水位以深の飽和地盤が対象） 

 液状化に伴う沈下は，液状化検討対象層（地下水位以深に分布する堆積層

の内，粘性土を除く地層）に対して，設定した地震力による液状化判定を行

い，液状化抵抗率が１未満の範囲については液状化が生ずるものと評価し，

液状化に伴う沈下量の算出を行う。 

なお，ケーブル洞道設置近傍の地盤において，道路橋示方書・同解説に基

づき液状化判定を行った結果，液状化検討対象層の液状化抵抗率が１以上と

なったため，液状化に伴う沈下量は考慮しない。 

 

（２）揺すり込みによる沈下（地下水位以浅の不飽和地盤が対象） 

  揺すり込みによる沈下は，地下水位以浅の液状化しない地層に対して「鉄

道構造物等設計標準・同解説 土構造物（鉄道総合技術研究所，平成 25 年 6

月）」に基づき算定した。 

検討フローを図１に，鉄道構造物等設計標準・同解説の揺すり込み沈下量

算定法に係る該当箇所を図２に示す。 

 

 



33 条-166 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 不飽和地盤の揺すり込み沈下量の算定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 鉄道構造物等設計標準同解説の抜粋 

 

 

  

鉄道構造物等設計基準の地震時における地盤の揺すり込み沈下量の 

算定法に従って，下記の式により揺すり込沈下量を算定する。 

一次元地震応答解析より収束せん断剛性を算定する 

収束せん断剛性を劣化した後のせん断剛性とし， 

地震前の変形係数Ｅbef及び地震後の劣化した変形係数Ｅaftを算定する。 







33 条-169 

３．算定方法の妥当性 

 揺すり込み沈下量の算定に用いた文献「鉄道構造物等設計標準・同解説 

土構造物（鉄道総合技術研究所，平成 25 年 6 月）」は，新幹線鉄道や大都市

旅客鉄道の構造物，トンネル等被害が生じた場合の復旧が困難な構造物など

の重要度の高い構造物も含む対象に定められた基準である。 

 また，当該算定式に基づき評価した沈下量については，保守的に全地層が

不飽和層と仮定した場合も確認した。 

 

  



33 条-170 

 

 

別添 9 

 

 

 

東海第二発電所 

 

運用，手順説明資料 

保安電源設備 

  



33 条-171 

 
  

３ 保安電源設備（安全施設へ電力を供給するための設備をいう。）は，電線路，発電用原子炉施

設において常時使用される発電機及び非常用電源設備から安全施設への電力の供給が停止する

ことがないよう，機器の損壊，故障その他の異常を検知するとともに，その拡大を防止するも

のでなければならない。 

 

【解釈】 

第３項に規定する「安全施設への電力の供給が停止することがない」とは，重要安全施設に対し

て，その多様性を損うことがないように，電気系統についても系統分離を考慮して母線が構成さ

れるとともに，電気系統を構成する個々の機器が信頼性の高いものであって，非常用所内電源系

からの受電時等の母線の切替操作が容易なことをいう。なお，上記の「非常用電源系」とは，非

常用所内電源設備（非常用ディーゼル発電機及びバッテリ等）及び工学安全施設を含む重要安全

施設への電力供給（非常用母線スイッチギヤ及びケーブル等）をいう。 

第 3 項に規定する「機器の損壊，故障その他の異常を検知するとともに，その拡大を防止する」

とは，電気系統の機器の短絡，地絡又は母線の定電圧若しくは過電流を検知し，遮断器等により

故障箇所を隔離することによって，故障による影響を局所化できるとともに，他の安全機能への

影響を限定できることをいう。また，外部電源に直接接続している変圧器の一次側において 3 相

のうちの 1 相の電路の開放が生じた場合にあっては，安全施設への電力の供給が不安定になった

ことを検知し，故障箇所の隔離又は非常用母線の接続変更その他の異常の拡大を防止する対策

（手動による対策を含む。）を行うことによって，安全施設への電力供給が停止することがない

ように，電力供給の安定性を回復できることをいう。 

開閉所は系

統分離を考

慮し構成す

る。 

所内電源設備

は系統分離を

考慮し母線を

構成する。 

送電線，母線等

は多重化を実施

することで信頼

性を高める。 

重要安全施設が

機能を維持する

ために必要な電

力を供給する。 

非常用所内母線の

低電圧を検知し，

自動で受電切替が

実施できる構成と

する。 

母線切替が容易な

こと 

電気系統を構成す

る個々の機器が信

頼性の高いもの 

系統分離を考慮し

て母線が構成され

ていること 

異常を検知し，故障箇所を

隔離することによって，故

障による影響を局所化す

る。 

変圧器の一次側において 1 相の電路の開放が生

じた場合にあっては，安全施設への電力の供給

が不安定になったことを検知し，故障箇所の隔

離又は非常用母線の接続変更その他の異常の拡

大を防止（手動操作による対策含む） 

保護装置により，異常を検

知した場合には，遮断器に

より故障箇所を隔離し，他

の安全機能への影響を限定

する。 

気中に露出した架線接続部に

ついては，毎日実施する巡視

点検により 1 相開放故障を検

知する。検知した場合は，手

動にて故障箇所を隔離し，受

電切替を行う。 

ＧＩＳ，変圧器での故

障は保護装置により異

常を検知し，検視した

場合は故障箇所を隔離

し，受電切替を行う。

工

工 工 工

工 工 工 工

第 33条 保安電源設備（追加要求事項） 

【後段規制との対応】                          【添付六，八への反映事項】 

 工：工認（基本設計方針，添付書類）             ：添付六，八に反映 

 保：保安規定（運用，手順に係る事項，下位文書含む）     当該条文に該当しない 

 核：核防規定（下位文書含む）              （他条文での反映事項他） 



33 条-172 

 

４ 設計基準対象施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線は，それぞれお互いに独

立したものであって，当該設計基準対象施設において受電可能なものであり，かつ，

それにより当該設計基準対象施設を電力系統に連系するものでなければならない。 

 

【解釈】 

第４項に規定する「少なくとも二回線」とは，送受電可能な回線又は受電可能の回線の

組み合わせにより，電力系統と非常用所内配電設備とを接続する外部電源受電回路を２

つ以上設けることにより達成されることをいう。 

第４項に規定する「互いに独立したもの」とは，発電用原子炉施設に接続する電線路の

上流側の接続先において１つの変電所又は開閉所のみに連系し，当該変電所又は開閉所

が停止することにより当該発電用原子炉施設に接続された送電線が全て停止する事態に

ならないことをいう。 

東海第二発電所は，275kV 東海

原子力線 2 回線及び 154kV 原

子力１号線 1 回線の合計 3 回

線にて電力系統に連系してい

る。 

275kV 東海原子力線 2 回線の 1 ルートで東海

第二発電所より約 17km 離れた那珂変電所に接

続され，154kV 原子力１号線の 1 ルートで約

9km 離れた茨城変電所に接続される。 

１つの変電所又は開閉所のみに連系し，当該

変電所又は開閉所の停止により，送電線が全

て停止する事態にならないこと。 

外部電源受電回路を 2 つ以上

設けること 

工

５ 前項の電線路のうち少なくとも一回線は，設計基準対象施設において他の回線と物理

的に分離して受電できるものでなければならない。 

 

【解釈】 

第 5 項に規定する「物理的に分離」とは，同一の送電線鉄塔等に架線されていないこと

をいう。 

東海第二発電所に接続している 275kV 東

海原子力線，及び 154kV 原子力１号線の

それぞれに送電鉄塔を備えており，物理

的に分離した設計とされている。 

少なくとも 1 回線が，同一の

送電鉄塔等に架線されておら

ず，受電できること。 

工

大規模な盛土の崩壊，大規模な地すべ

り，急傾斜の崩壊による被害の最小化を

図るため，鉄塔基礎の安定性を確保する

とともに，長幹支持碍子を用いたすべて

の長幹支持碍子に免震装置を取り付け，

耐震性能の強化を図る等，信頼度の高い

設計とされている。 

工工



33 条-173 

６ 設計基準対象施設に接続する電線路は，同一の工場等の二以上の発電用原子炉施設を

電力系統に連系する場合には，いずれの二回線が喪失した場合においても電力系統か

らこれらの発電用原子炉施設への電力の供給が同時に停止しないものでなければなら

ない。 

 

【解釈】 

第 6 項に規定する「同時に停電しない」とは，複数の発電用原子炉施設が設置されてい

る原子力発電所の場合，外部電源が 3 回線以上の送電線で電力系統と接続されることに

より，いかなる２回線が喪失しても複数の発電用原子炉施設が同時に外部電源喪失に至

らないよう各発電用原子炉施設にタイラインで接続する構成であることをいう。なお，

上記の「外部電源」とは，外部電源（電力系統）に加えて当該発電用原子炉施設の主発

電機からの電力を発電用原子炉施設に供給するための一連の設備をいう。また，開閉所

及び当該開閉所から主発電機側の送受電設備は，不当沈下または傾斜等が起きないよう

な十分な支持性能をもつ地盤に設置されるとともに，碍子及び遮断器等は耐震性の高い

ものが使用されること。さらに，津波に対して隔離又は防護するとともに，塩害を考慮

したものであること。 

開閉所及び洞道

は，十分な支持性

能を確保した直接

基礎構造もしくは

杭基礎構造であ

る。 

遮断器は，重心

が低く耐震性の

高いガス絶縁開

閉装置及びガス

遮断器を採用す

る。 

津波による越

流対策とし

て，防潮堤を

設置する。 

津波に対して隔離又は防

護するとともに，塩害を

考慮したものであるこ

と。 

開閉所及び当該開閉所から主発電機

側の送受電設備は，不当沈下又は傾

斜等が起きないような十分な支持性

能をもつ地盤に設置されるととも

に，碍子及び遮断器等は耐震性の高

いものが使用されること。 

いかなる 2 回線が喪失

しても複数の発電用原

子炉施設が同時に外部

電源喪失に至らないよ

う各発電用原子炉施設

にタイラインで接続す

る構成であること。 

東海第二発電所

は単一の発電用

原子炉施設であ

る。 

工

塩害を考慮し

碍子洗浄を操

作を実施す

る。 

工工



33 条-174 

  

８ 設計基準対象施設は，他の発電用原子炉施設に属する非常用電源及びその付属設備か

ら受電する場合には，当該非常用電源設備から供給される電力に過度に依存しないも

のでなければならない。 

 

【解釈】 

第 8 項に規定する「他の発電用原子炉施設に属する非常用電源設備及びその付属設備か

ら受電する場合」とは，発電用原子炉施設ごとに，必要な電気容量の非常用電源設備を

設置した上で，安全性の向上が認められる設計であることを条件として，認められ得る

非常用電源設備の共用をいう。 

非常用電源設備を共用する場合，過度に依存しないものでなければならない。 

設計基準事故において，発電用原子炉施設に属する非常用電源設備及びその付属設備は，

原子炉毎に単独で設置し，他の原子炉施設と供用しない設計とする。 

東海第二発電所は単一の発電用原子炉施設である。 

７ 非常用電源設備及びその付属設備は，多重性又は多様性を確保し，及び独立性を確保

し，その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合であっても，運転時

の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において工学的安全施設及び設計基準事故に

対処するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有するものでなければ

ならない。 

 

【解釈】 

第 7 項に規定する「十分な容量」とは，７日間の外部電源喪失を仮定しても，非常用デ

ィーゼル発電機等の連続運転により必要とする電力を供給できることをいう。非常用デ

ィーゼル発電機等の燃料を貯蔵する設備（耐震重要度分類Ｓクラス）は，７日分の連続

運転に必要な容量以上を敷地内に貯蔵できるものであること。 

非常用電源設備及びその付属設備の多

重性又は多様性を確保し，及び独立性

を確保 

非常用電源設備の多重性及び独立性を

確保し，単一故障発生時の機能を確保

する。 

ディーゼル発電機及び

その付属設備は，多重

性及び独立性を考慮。

必要な容量のものを３

台備え，各々非常用所

内高圧母線に接続して

いる

蓄電池及びその付属設備

は，３系統が各々別の場

所に設置されており，多

重性及び独立性を確保し

ている。 

7 日間の外部電源喪失を仮定

しても，連続運転により必要

とする電力を供給できるよ

う，7 日分の容量以上の燃料

を敷地内の軽油貯蔵タンクに

貯蔵する設計とする。 

非常用ディーゼル発電機等の燃料を

貯蔵する設備（耐震重要度分類Ｓク

ラス）は，７日分の連続運転に必要

な容量以上を敷地内に貯蔵できるも

のであること。 

工 工工



33 条-175 

 

表１（１/４） 技術的能力に係る運用対策等（設計基準） 

設置許可基

準対象条文
対象項目 区分 運用対策等 

第 33 条 

保安電源 

設備 

開閉所設備，

所内電気設備

の系統分離 

運用・手順 ― 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

送電線，母線

等の多重化 

運用・手順 ― 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

重要安全施設

への電力供給

運用・手順 ― 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

受電系統の 

自動切替 

運用・手順 ― 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

保護装置によ

る異常の検知

運用・手順 ― 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

  



33 条-176 

表１（２/４） 技術的能力に係る運用対策等（設計基準） 

設置許可基

準対象条文
対象項目 区分 運用対策等 

第 33 条 

保安電源 

設備 

保護装置によ

る異常の検知

運用・手順 ― 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

電流不平衡の

監視又は開閉

所碍子の巡視

点検 

運用・手順

・変圧器一次側において 1 相開

放を検知した場合，故障箇所

の隔離又は非常用母線を健全

な電源から受電できるよう切

替を実施する。 

・1 相開放故障が検知されない状

態において，安全系機器に悪

影響が生じた場合にも，運転

員がそれを認知し，適切な対

応を行えるよう手順書等を整

備する。 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

故障箇所の隔

離，受電切替

運用・手順 ― 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

275kV 送電線

2 回線及び

154kV 送電線

1 回線 

運用・手順 ― 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 



33 条-177 

表１（３/４） 技術的能力に係る運用対策等（設計基準） 

設置許可基

準対象条文
対象項目 区分 運用対策等 

第 33 条 

保安電源 

設備 

送電線の物理

的分離 

運用・手順 ― 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

鉄塔基礎の安

定性，碍子の

耐震性強化 

運用・手順 ― 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

地盤（十分な

支持性能） 

運用・手順 ― 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

遮断器（ガス

絶縁開閉装

置，ガス遮断

器） 

運用・手順 ― 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

地盤（津波の

影響をうけな

い防潮堤） 

運用・手順 ― 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

  



33 条-178 

表１（４/４） 技術的能力に係る運用対策等（設計基準） 

設置許可基

準対象条文
対象項目 区分 運用対策等 

第 33 条 

保安電源 

設備 

碍子洗浄 

運用・手順 

・電気設備の塩害を考慮し，定期

的に碍子洗浄操作を実施する。

・また，碍子の汚損が激しい場合

は，臨時に碍子洗浄操作を実施

する。 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

ディーゼル発

電機の多重性

及び独立性 

運用・手順 ― 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

蓄電池の多重

性及び独立性

運用・手順 ― 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

7 日分の容量

以上の燃料貯

蔵，燃料輸送

運用・手順 ― 

体制 ― 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

 

 

 

 


